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    令和３年松江市議会決算特別委員会記録 

 

１ 日 時  令和３年９月16日（木）午前９時59分開議 

２ 場 所  本会議場 

 

本日の会議に付した事件 

 決算第１号 令和２年度松江市一般会計歳入歳出決算 

 決算第２号 令和２年度松江市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

 決算第３号 令和２年度松江市宍道国民健康保険診療施設事業特別会計歳入歳出決算 

 決算第４号 令和２年度松江市後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算 

 決算第５号 令和２年度松江市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

 決算第６号 令和２年度松江市企業団地事業特別会計歳入歳出決算 

 決算第７号 令和２年度松江市公園墓地事業特別会計歳入歳出決算 

 決算第８号 令和２年度松江市鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計歳入歳出決算 

 決算第９号 令和２年度松江市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 

 決算第10号 令和２年度松江市水道事業会計決算 

 決算第11号 令和２年度松江市下水道事業会計決算 

 決算第12号 令和２年度松江市ガス事業会計決算 

 決算第13号 令和２年度松江市交通事業会計決算 

 決算第14号 令和２年度松江市病院事業会計決算 

 分科会の設置について 

 

出 席 委 員（32名） 

 委 員 長   野  津  直  嗣 

 副 委 員 長   米  田  と き こ 

 委 員   小  澤  一  竜 

 委 員   中  村  ひ か り 

 委 員   たちばな  ふ  み 

 委 員   三  島     明 

 委 員   山  根     宏 

 委 員   海  德  邦  彦 

 委 員   村  松  り  え 

 委 員   原  田     守 

 委 員   舟  木  健  治 

 委 員   野 々 内     誠 

 委 員   錦  織  伸  行 

 委 員   河  内  大  輔 

 委 員   細  木  明  美 

 委 員   太  田     哲 

 委 員   田  中     肇 

 委 員   岩  本  雅  之 

 委 員   長 谷 川  修  二 

 委 員   柳  原     治 

 委 員   森  本  秀  歳 

 委 員   川  島  光  雅 

 委 員   石  倉  茂  美 

 委 員   田  中  明  子 

 委 員   吉  金     隆 

 委 員   森  脇  幸  好 

 委 員   南  波     巖 

 委 員   津  森  良  治 

 委 員   森  脇  勇  人 

 委 員   川  井  弘  光 

 委 員   三  島  良  信 

 委 員   三  島     進 

  

欠 席 委 員（なし） 

  

欠     員（なし） 

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長   福  島  恵 美 子 

 事務局次長   永  井  秀  之 

 （総務課長） 

 議事調査課長   竹  田  優  子 

 書 記   仲  田  雅  彦 

 書 記   古  川     進 

 書 記   梶  田  崇  光 

 書 記   松  浦  真  人 

 書 記   山  根  広  大 

 

説明のため出席した者 



2 

 

 市 長   上  定  昭  仁 

 副 市 長   能  海  広  明 

 副 市 長   講  武  直  樹 

 副 市 長   平  林     剛 

 政 策 部 長   山  根  幸  二 

 総 務 部 長   小  村     隆 

 総 務 課 長   永  田  幸  子 

 防災安全部長   永  田  明  夫 

 財 政 部 長   水     研  二 

 財政部次長   松  原     正 

 （財政課長） 

 産業経済部長   森  原     透 

 観光振興部長   高  木     博 

 市 民 部 長   吉  田  紀  子 

 福 祉 部 長   湯  町  信  夫 

 健 康 部 長   足  立     保 

 子育て部長   林     忠  典 

 環境保全部長   花  形  泰  道 

 歴史まちづくり部長   松  尾  純  一 

 都市整備部長   爲  國  岳  彦 

 消 防 長   堀  江     剛 

 会計管理者   杉  谷     薫 

 教 育 長   藤  原  亮  彦 

 副 教 育 長   寺  本  恵  子 

 副 教 育 長   成  相  和  弘 

 上下水道局長   小  塚     豊 

 ガ ス 局 長   山  内  政  司 

 交 通 局 長   須  山  敏  之 

 市立病院事務局長   吉  川  浩  二  

 

  〔午前９時59分開議〕 

○野津委員長 皆さんおはようございます。ただ

いまから決算特別委員会を開きます。 

 初めに、本日の審査順序につきましては、御手元

に配付しております審査順序案のとおり審査する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」との声あり〕 

○野津委員長 御異議ありませんので、そのよう

に決定いたします。 

 次に、委員の皆様方にお願いですが、質疑につい

ては、各分科会で審査を行う計数的なことなど細

部にわたる質疑はできるだけ避けていただくよう

お願いします。 

 また、質疑は自席から一問一答方式でお願いし

ます。 

 質疑時間は総括質疑、議案質疑を合わせておお

むね15分といたしますので、御協力をよろしくお

願いします。 

 なお、決算書に関する質疑では、先にページ数を

言っていただくようにお願いをいたします。 

 

 決算第１号「令和２年度松江市一般会計歳入歳

出決算」 

 決算第２号「令和２年度松江市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算」 

 決算第３号「令和２年度松江市宍道国民健康保険

診療施設事業特別会計歳入歳出決算」 

 決算第４号「令和２年度松江市後期高齢者医療

保険事業特別会計歳入歳出決算」 

 決算第５号「令和２年度松江市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算」 

 決算第６号「令和２年度松江市企業団地事業特

別会計歳入歳出決算」 

 決算第７号「令和２年度松江市公園墓地事業特

別会計歳入歳出決算」 

 決算第８号「令和２年度松江市鹿島町恵曇・講

武・御津・佐太財産区特別会計歳入

歳出決算」 

 決算第９号「令和２年度松江市母子父子寡婦福祉

資金貸付事業特別会計歳入歳出決算」 

 決算第10号「令和２年度松江市水道事業会計決算」 

 決算第11号「令和２年度松江市下水道事業会計

決算」 

 決算第12号「令和２年度松江市ガス事業会計決算」 

 決算第13号「令和２年度松江市交通事業会計決算」 

 決算第14号「令和２年度松江市病院事業会計決算」 

○野津委員長 これより決算第１号「令和２年度

松江市一般会計歳入歳出決算」から決算第14号「令

和２年度松江市病院事業会計決算」までの総括質

疑に入ります。 

 あらかじめ総括質疑の通告があるのは、河内大

輔委員、石倉茂美委員、柳原治委員、長谷川修二委

員、川井弘光委員、田中肇委員の６名でございます。 

 総括質疑の順序につきましては、河内大輔委員、

石倉茂美委員、柳原治委員、長谷川修二委員、川井

弘光委員、田中肇委員の順に行います。 

 それでは、総括質疑に入ります。 

 松政クラブ、河内大輔委員。 

○河内委員 総括質疑をさせていただきます。松

政クラブの河内大輔です。早速質疑に入らせてい

ただきます。 

 財政についてお伺いをいたします。 

 令和２年度決算額において、一般会計実質収支

は24億5,863万円の黒字、単年度収支も11億3,874

万円の黒字となり、評価するところであります。 

 このうち新型コロナウイルス感染症対策関連の

国、県の交付金や補助事業を差し引いた総額は幾

らになるのかお伺いいたします。 
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 また、経費減等による黒字化ではなく、入札不調

や事業計画が執行されなかったなど、事業縮小に

よる要因はないのかお伺いいたします。 

○野津委員長 上定市長。 

○市長（上定昭仁） 皆さんおはようございます。

よろしくお願いいたします。 

 河内委員の御質問にお答えいたします。 

 令和２年度の歳入歳出決算額について、新型コ

ロナウイルス感染症対策関連の事業費及び財源を

差し引いた場合、歳入1,024億5,269万円、歳出999

億2,014万円、実質収支21億7,137万円となりまし

て、令和元年度の実質収支13億1,989万円と比較し

て８億5,148万円増加しております。 

 これは、財政調整基金の取崩しにより予算措置

を行い、コロナの感染拡大に対応できるよう備え

ていたものの、結果として全額を執行するに至ら

なかったことが大きな要因となっております。 

 また、感染拡大防止のため、令和２年度に中止ま

たは延期した事業が３億9,000万円、うち一般財源

が３億3,000万円が未執行となったものも一因と

考えております。 

 なお、入札不調につきましては、令和２年度は９

件と、令和元年度の８件と同程度でして、また、そ

れぞれ小規模でもあり、収支への大きな影響はご

ざいません。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 事業の未実施などもあると思います。

また、中身については、それぞれ委員会で尋ねるこ

ともあると思います。 

 一般的に、松政クラブとしては、公共事業、積極

的な投資ということで従来から言っております。

収支のバランスを見ながら、今後も積極的な事業、

投資を行っていただきたいと思っております。 

 次に、松江保健所についてお伺いいたします。 

 松江保健所について、新型コロナウイルス感染

症発生初期においては、大変困難な運営状況だっ

たと推察されます。組織体制や人員体制について

の課題についてお伺いいたします。 

○野津委員長 足立健康部長。 

○健康部長（足立保） 昨年４月、本市で初の陽性

者が確認され、集団感染の発生へとつながった際

には、急増する電話相談への応対や陽性者の行動

歴調査など、保健所の業務量が急増したため、島根

県から医師、獣医師、保健師等の応援派遣を受ける

とともに、市からも保健師等を配置するなど、体制

強化を図り対応いたしました。 

 これにより積極的疫学調査による濃厚接触者等

の把握を進め、感染拡大を最小限に抑え込むよう

に取り組んでまいりました。 

 また、長期化するコロナ禍に対応するため、本年

４月には人員を２名増員し、新たに感染症対応を

中心的に担う薬事・感染症対策課を設置し、平時か

らの専任体制を整えるとともに、陽性者が同時に

多数発生するような場合には、保健師や事務職を

市各部署から派遣し、保健所職員が積極的疫学調

査等の専門性の高い業務に専念できる体制の整備

に努めております。 

 感染症への対応には専門知識や経験を有する医

師、獣医師、保健師などの専門職が不可欠であり、

非常に重要な役割を担っていると再認識したとこ

ろでございます。 

 引き続き、専門職を初めとする必要な人材の確

保に努めるとともに、県市間で情報共有を進めな

がら、急激に陽性者が増加するような場合にも速

やかに対応できるよう応援体制の構築を図ってま

いります。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 コロナ禍になって大変長引いており

ますし、この先もなかなか出口がまだまだ見えな

いところだと思っております。 

 人員体制など、工夫されていると思いますが、な

かなか夜も遅くまで電気がついているのを確認し

ております。今後も引き続き、職員の皆様の体調管

理も含めて、しっかりと業務に当たっていただけ

ればと思います。 

 次に、人材交流についてお伺いいたします。 

 インドのケララ州との人材交流について、特に

ＩＴ分野での期待がありました。どのような活動

を行ったのか、また今後の課題についてお伺いい

たします。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） お答えをいたします。 

 インドとのＩＴ人材交流事業に関しましては、

平成30年度から中海・宍道湖・大山圏域市長会の事

業として取組を進めております。 

 これまで５名が中海・宍道湖・大山圏域内のＩＴ

企業に就職をしております。 

 令和２年度につきましては、圏域ＩＴ企業８社

にインターンシップ研修生を受け入れる計画で準

備を進め、大学生等32名を候補者に決定をいたし

まして、オンラインで日本語の授業を行い、最終的

に14名を決定し受け入れる予定としておりました

が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でイン

ターンシップ事業は中止したところでございます。 

 しかしながら、インドの大学生の日本企業への

就職意欲は非常に高いため、県域ＩＴ企業に協力

をいただきまして、オンラインでの企業説明、個別

面談の場を設定をいたしまして、インドＩＴ人材
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の就職の可能性を探る機会を設けたところでござ

います。 

 また２月には、圏域市長会、ケララ州、山陰イン

ド協会、ジェトロ、島根大学、両地域経済団体の共

催でケララ・山陰オンライン・ビジネスフォーラム

を開催し、圏域企業５社の活動紹介等も実施いた

したところでございます。 

 今後の課題でございますけれども、まずはイン

ドとの出入国の規制が今後どうなるかということ

はございますけれども、以前から指摘をされてい

ますインドのＩＴ人材の日本語能力といいますか、

コミュニケーションの問題と企業の受入れ体制と

いうものが図られたと認識しております。以上で

ございます。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 コロナ禍においても、オンラインを

使った取組など、継続的にされているということ

で、少し安心しました。 

 松江市のＩＴ化、ＩＴ人材の確保、ＩＴの普及、

そこの国際化によるところの試金石だと思ってお

ります。つないだ縁をしっかりと継続して、今後に

つなげていただきたいと思っております。 

 続きまして、公共事業発注の平準化についてお

伺いいたします。 

 公共事業発注の平準化について、令和２年度の

成果、また今後の課題についてお伺いいたします。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 本市におきましては、閑散

期である４月から６月に工事が施工できるよう、

令和２年度におきましても、年度末の発注を可能

とするため、あらかじめ当初予算において繰越明

許費を設定し、工事発注の平準化に努めておりま

す。 

 平準化を数値化いたしました平準化率というも

のがございますけれども、４月から６月における

工事の平均稼働件数を、年度の平均稼働件数で割

った数値で表しておりまして、１に近いほど平準

化が高いとされております。 

 本市の令和２年度の平準化率は0.39となりまし

て、令和元年度の0.57より低くなっております。 

 この原因といたしましては、例年に比べ災害発

生件数が多く、年度後半の事業量がふえたためと

考えております。 

 今後は繰越工事量のさらなる追加や、社会基盤

整備だけではなく、農林基盤整備を含めた適用範

囲の拡大により対応してまいります。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 制度の拡大に努めるということでし

た。しっかりと進めていただきたいと思います。ま

た、そういった成果が実感できるような取組を求

めます。 

 次に参ります。公設児童クラブについてお伺い

いたします。 

 公設児童クラブにおいて、不適正会計が判明す

るなど、管理運営体制について抜本的見直しの必

要性が高まっているように感じます。公設児童ク

ラブの課題についてお伺いいたします。 

○野津委員長 寺本副教育長。 

○副教育長（寺本恵子） 公設児童クラブにおける

不適正会計事案については、当該クラブの職員が

１人で会計処理一切を行っており、指定管理者で

ある運営委員会でのチェック体制も不十分であっ

たことから発生したと認識しております。 

 また、松江市においては、経理状況の確認を運営

委員会からの年度末の実績報告書と監査報告書の

みで行ってきており、領収書や通帳等の確認まで

は行っていなかったことも要因であったと考えて

おります。この事案後、令和３年４月から、チェッ

ク体制の強化を図るために生涯学習課の人員を１

名増員し、各クラブの支出状況を毎月確認すると

ともに、現場への巡回指導を行う体制に改めまし

た。 

 クラブには、事務に不慣れな指導員もいること

から、随時相談を受け、事務がスムーズにいくよう

助言を行っているところです。 

 また、各運営委員会に対しては、事務局長の配置

等によるチェック機能が働く体制をどのように実

現していくか、調査研究してまいりたいと思いま

す。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 運営委員長が、常勤で入れていない、

非常勤とは言えませんけども、随時入れるような

体制でないというところは、大きな問題だと思っ

ております。ほかにも様々な問題があると思って

おります。しっかりと、課題解決に向けて調査研究

していただきたいと思います。 

 続きまして、市産木材についてお伺いいたしま

す。 

 ４月に開校した玉湯まがたま学園において、市

県産木材を積極的に利用し、温かみのある校舎と

なりました。 

 松江市の森林環境保護や林業など、関連する産

業の発展のためにも、今後建設が予定される市の

公共施設にも積極的な市産木材の活用が求められ

ますが、成果や課題、展望についてお伺いいたしま

す。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） 松江市では、木材利用
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行動計画を策定し、公共施設の木造化、木質化を推

進しております。 

 令和元年度からの計画においては、５年間の利

用量を累計735立方メートルと定めております。 

 令和２年度につきましては、玉湯学園が建築さ

れたことにより、727立方メートルの実績となった

ところでございます。 

 引き続き本市が整備する公共建築物等の木造化、

木質化を推進し、あわせて市産木材の活用を図っ

てまいりたいと考えております。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 利用の計画も立てられているところ

ですが、735の計画に対して、まがたま学園におい

ても相当数のところ達成ということですが、継続

的にこうした市産材の利用をというところが課題

になってくると思います。計画にとらわれず、そう

いったところ、展望をしっかりと見ながら進めて

いただきたいと思います。 

 次に森林環境譲与税についてお伺いします。 

 森林環境譲与税が創設され、森林保護や環境整

備における予算が、市の裁量で行えるようになり

ました。予算額がどの程度増加したのかお伺いい

たします。 

 また、県にも支給されていると思いますが、状況

をお伺いいたします。 

 続いて、事業者のみならず、市民が森林保護へ直

接的にかかわれるような取組が必要だと思います

が、考えをお伺いいたします。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） 令和２年度に本市に交

付された森林環境譲与税の交付額は5,038万円と

なっておりまして、令和元年度に交付された2,370

万8,000円に対しまして、2,667万2,000円の増額と

なっております。 

 また、令和２年度に島根県に交付された額は、１

億368万円となっており、令和元年度の6,912万円

に対して3,456万円の増額となっております。 

 市民が森林保護に関わる事業としては、市産木

材を利用した住宅建築などに対する助成や、森林

整備体験等の森林学習を市内の小学校で実施しま

したが、令和３年度からは、自治会や公民館など、

地域住民で行う森づくりや森林保護活動などに対

する助成制度を設けており、さらに多くの方に森

林保護活動に参加していただければと考えている

ところでございます。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 この森林環境譲与税が出来たことで、

もともと取り組んでいた森林保護や環境整備につ

いての事業量より、かなりいろんなことができる

ようになったと思いますし、今後もまだ予算が多

く入ってくると思っております。その有効活用と

して、先ほど言いました市民がかかわれる事業、１

事業者だけではなく、要は、答弁がありましたよう

な団体や自治会など、そういうところがかかわれ

るような取組をさらに拡充していただきたいと思

っております。 

 続いて、住民情報系システムについてお伺いい

たします。 

 住民情報系システム管理運営費について、国事

業によるシステムの維持管理等は必要不可欠であ

ると思います。一方で、多額の市負担が生じていま

す。社会保障・税番号制度におけるシステム経費及

びシステム運用経費の財政措置が不十分とありま

すが、課題をお伺いいたします。 

○野津委員長 山根政策部長。 

○政策部長（山根幸二） 国は平成25年に、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法を制

定し、社会保障・税番号制度のネットワークシステ

ムの導入を全国自治体に求めたところです。 

 令和２年度決算額で、マイナンバー法に関係す

るシステム改修経費は5,080万7,000円で、そのう

ち国の補助金は3,829万2,000円、運用経費は3,505

万9,000円。したがいまして補助金を上回る経費に

ついては、松江市の負担となっております。 

 この経費については、国が全額負担すべきもの

と考えておりますので、引き続き市長会等を通じ

て国に要望してまいります。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 答弁にもありました国の事業ですが、

市負担がかなり多く発生しております。 

 市としても、市議会としても、そういったことを

しっかりと訴えていきたいと思います。 

 続いて、農業支援についてお伺いいたします。 

 地域ブランド産地育成事業について、玄丹そば、

大豆、西条柿、ジャガイモ等、農産物の生産振興と

認知度向上とありますが、生産量と販売促進の支

援による農家の所得向上について、どのような成

果が出ているのかお伺いいたします。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） 地域ブランド産地育成

事業につきましては、農作物への作付に対する補

助や農業機械導入助成に取り組んでございます。 

 成果といたしましては、令和２年度の実績につ

きまして、出荷量及び販売額を前年度と比較いた

しますと、玄丹そばが約35トンの増で約700万円の

増額。大豆、こちらについてはサチユタカ、タマホ

マレといった品種でございますけれども、こちら
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のほうが約８トンの減で、約40万円の減少をして

おります。 

 西条柿につきましては、生柿が約１トンの増で、

干し柿が約８万5,000個の増ということで約1,200

万円の増額となっております。 

 ジャガイモにつきましては、約１トンの増で、約

40万円の増となったところでございます。 

 また販売促進及び知名度向上といたしましては、

例年台湾や、首都圏での西条柿の販売促進活動に

対する補助を実施いたしておりますが、令和２年

度は、コロナの影響により実施出来ませんでした。 

 今後も農家所得向上に向けまして引き続き必要

な対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 この支援について大変ありがたい支

援だとは思いますが、農家の方が、所得増や生産量

増、しっかりと実感できるような取組、目に見える

取組を期待しております。 

 続いて、がん検診事業についてお伺いいたしま

す。 

 がん検診事業及びＡＹＡ世代へのがん対策事業

について。コロナ禍による検診控えや受診期間の

短縮等の問題により、がん検診の受診数が減って

います。課題と対策についてお伺いいたします。 

○野津委員長 足立健康部長。 

○健康部長（足立保） 令和２年度のがん検診受診

者は３万8,413人で、前年度４万4,720人と比較し、

14％減少いたしました。 

 その原因は、新型コロナウイルス感染予防対策

を徹底するための準備に２か月を要し、例年６月

から翌年３月の10か月間で実施するところが、８

月から３月の８か月の実施となり、受診期間が短

くなったことと、コロナ禍による受診控えの影響

と考察されます。 

 がん検診に限らず、コロナ禍における検診は、感

染予防対策を講じた上で、安心して受けていただ

ける体制を整えることが必要と考えております。 

 受診者、検診スタッフ相互の安全確保のため、密

を防ぐための会場レイアウトや、距離を保ちつつ、

静かに待っていただくための掲示、受付等でのア

クリル板の設置など、感染予防を徹底した上で、本

年度は従来どおり６月から検診を開始しておりま

す。 

 市民の皆様に安心して受診いただける環境を整

えていることと、検診の大切さを市報などで周知

し、がん検診の受診を推進してまいります。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 がん検診、非常に大事な事業でして、

早期発見ができれば、非常に治療も少なくて済む

と思います。 

 コロナによって受診控え、14％減ということで、

大幅に減っていると思いますが、しっかりと感染

対策を行った上で、今、取組を行っていらっしゃる

というふうに聞きました。また、周知についても、

いろんな方法を使って積極的に周知することも大

事だと思いますので、引き続き、御努力をよろしく

お願いします。 

 続いて扶助費についてお伺いします。 

 扶助費は増加の一途をたどっていますが、増加

割合と松江市の負担分の割合とその金額について

お伺いいたします。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 扶助費につきまして、５年

前と比較してみますと、平成28年度は245億9,000

万円、令和２年度では248億6,000万円となってお

りまして、1.1％の増加となっております。 

 これにつきまして、平成28年度に実施した年金

生活者等支援臨時福祉給付金、令和２年度の子育

て世帯への臨時特別給付金といった国の特別な給

付金などを除いた扶助費の額は、平成28年度が235

億円、令和２年度が242億4,000万円となり、3.1％

の増加となっております。 

 この場合の一般財源の割合と金額は、平成28年

度は33.2％で78億円、令和２年度では30.6％で74

億1,000万円となっております。 

 一般財源が減少しておりますけれども、これは

幼児教育、保育にかかる国や県の支出金が増額と

なったことが主な要因と考えております。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 扶助費は年々増加しておりますが、

例えば、病気を減らして受診を減らすような取組、

そういったことで、負担を減らすような取組も出

来ると思います。 

 なかなか難しい問題です。必要な経費となりま

すが、そういったところにもしっかりと注目を当

てていただきたいと思っております。 

 続いてバス路線についてお伺いいたします。 

 市内バス路線において、市営バスと一畑バスで

路線のすみ分けを行い、路線の安定確保に努めて

おられますが、利用客数等の推移や今後の見通し、

また、一畑バスへの補助額についてお伺いいたし

ます。 

○野津委員長 松尾歴史まちづくり部長。 

○歴史まちづくり部長（松尾純一） 令和２年度に

おけるコミュニティバスを含めたバス利用者は、

対前年25.7％減の352万人となっており、新型コロ

ナウイルス感染症が市内路線バスに及ぼす影響は

非常に大きなものがあります。 
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 今後の見通しにつきましては、本会議において

米田議員にお答えしましたように、まずは、今年４

月に導入したＩＣカードによる乗降データ分析な

どを通じて、利用状況や利便性を踏まえた路線バ

ス、コミュニティバス等が担う役割分担を整理し、

利便性が向上するように、路線やダイヤの見直し

を行ってまいりたいと考えております。 

 なお、令和２年度の一畑バスへの補助額につき

ましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、対前年4,222万1,000円増の8,900万7,000円と

なりました。以上でございます。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 コロナ禍において減った乗客数がな

かなか、コロナ収束後も戻るとは限りませんし、路

線の存続、インフラの存続ということで、非常に大

きな役割を持っていると思います。そういったと

ころの乗客数の向上策、ＩＣカードの分析もあり

ますが、ＩＣカードが使えるようになった、またそ

の周知も引き続き行っていただきたいと思います。 

 続いて病院事業会計についてお伺いいたします。 

 病院事業会計において、入院診療209件、1,229万

円、外来診療費551件、466万円が債権管理条例に基

づき債権放棄がなされています。 

 請求を続けていれば債権放棄にならないと考え

ますが、債権放棄された状況をお伺いいたします。 

 また今年度は、未収金のうち、回収不能分につい

て、貸倒引当金49万円を取崩して処理したようで

すが、債権回収不能が決定すれば、本来貸倒引当金

で処理すべきと考えますが、今回の処理に至った

要因をお伺いいたします。 

○野津委員長 吉川市立病院事務局長。 

○市立病院事務局長（吉川浩二） このたびの債権

放棄に至りました経過ですけれども、当院では、債

権回収業務を平成26年から法律事務所へ委託しま

して、さらに令和２年からは、別の法律事務所へも

二次委託を行い、対策を強化してまいりました。 

 その結果、令和２年度につきましては、前年度か

ら170万円余り未収金額が減となったところです。 

 こうした対策を講じてきましたが、債権者の自

己破産による回収不能や所在不明、死亡による相

続人不明などの理由で、どうしても回収困難とな

り、時効が到達したものについて、各年度にわたり、

不納欠損処理を行ってきたところです。 

 そのことから、今回、債権放棄をさせていただい

たものは、平成23年度から令和元年度に、既に不納

欠損処理を実施したものと、加えて、令和２年度分

を合わせた合計1,695万9,762円でございます。 

 決算の会計処理ですけれども、令和２年度に債

権を放棄し、不納欠損処理をした49万1,575円全額

をあらかじめ引き当てておりました59万円から取

崩したものでございます。 

 そして、さらに将来の貸倒れに備えて取立て不

能と見込んだ額に不足する差額、それを引当金繰

入額として費用化し、会計処理をしたものでござ

います。 

 この取崩し分につきましては、繰入れ時に既に

一度費用として計上しているため、改めて戻入益

などの収益としての計上や費用化もしない、いわ

ゆる差額補充方式、これにより会計処理をしてお

ります。 

 いずれにいたしましても、提供したサービスの

対価として料金債権を回収することが、負担の公

平で、これが基本でありまして、今後におきまして

も債権管理の適正化に努めてまいりたいと思いま

す。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 いろんな状況がございまして、コロ

ナ禍においても、また状況も違っていることと思

います。引き続き、適正な回収処理について、努力

していただきたいと思います。 

 最後になります。特別会計についてお伺いいた

します。 

 朝日ヒルズ工業団地において、販売価格を下げ

たことにより売却が進みましたが、既存の立地企

業においてどのような影響があったのかお伺いい

たします。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） 分譲価格改定に当たり

ましては、既存立地企業を訪問し、事前に説明をさ

せていただいたところでございます。 

 その際に企業からは、固定資産税あるいは差額

の還付有無といった御質問もございましたが、固

定資産税額に影響がないなど、丁寧に御説明をい

たしまして、御納得をいただいた経過がございま

す。 

 また、分譲率が約50％にとどまっていたことか

ら減額改定により分譲が進み、団地の活性化が図

られることを期待するといったような声もござい

ましたので、早期売却に向け今後も積極的に情報

提供に努めまして、企業誘致に取り組んでまいり

たいと思います。 

○野津委員長 河内委員。 

○河内委員 立地企業においての丁寧な説明が実

っているということだと思います。販売価格を下

げて、さらに活性化を願うということでしたが、引

き続き売却に向けて御努力いただきたいと思いま

す。以上で総括質疑を終わります。 

○野津委員長 志翔の会、石倉茂美委員。 
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○石倉委員 志翔の会の石倉でございます。 

 私のほうからは、10項目の質疑をさせていただ

きますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 経常収支比率94.3％の上昇についてでございま

すが、会計年度任用職員制度の導入で、人件費が今

まで各事業費の中で処理されていたので、表面に

出なかったが、このたび、固定経費として数字に表

れるようになったわけでございます。 

 この比率により、財政投資の余力等の判断基準

にしていたのが、これからの数字をどのようにと

らえるのか伺っておきたいと思います。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 令和２年度の本市の経常収

支比率は、会計年度任用職員制度の導入によりま

して、今まで臨時の物件費として分析していた臨

時・嘱託の賃金等を経常の人件費へ変更したこと

に伴い、分子である経常経費充当一般財源が増加

したことで、対前年度比率が上昇しました。 

 経常収支比率が高いということは、財政構造の

弾力性が失われつつあるということになりますの

で、安定した財政運営のためにも、この比率の低減

を図っていく必要があると思っております。今後、

中期財政見通しの見直しを通じまして、引き続き

市債の発行抑制に取り組むほか、公共施設適正化

の推進による施設の維持更新経費の抑制、定員管

理計画に基づく職員数の適正化等の行財政改革を

進め、市民サービスの維持向上等に必要な財源の

確保に努めてまいります。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 すぐにはなかなか難しい点があろう

かと思いますが、頑張っていただきたいと思いま

す。 

 次に、コロナ対策事業費が約252億円計上された

が、その効果はということでございます。 

 コロナ対策として約252億円を超える国からの

支援事業費を行ってきたが、倒産や休業に歯止め

がかからない中、その効果をどの程度認識、評価し

ているか、その施策は十分であったのか、また、基

礎自治体を預かる立場として、不足していた対策

事業費があれば伺っておきたいと思います。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 新型コロナウイルス対策と

しまして、国からの交付金等を活用しながら、生活

困窮者支援や経済対策に約252億7,000万円を執行

し、このうち、国や県の制度に沿った事業を除いた

市の単独事業としまして26億6,000万円を執行し

ました。 

 市の単独事業としましては、経営支援給付金や

観光回復キャンペーンなどの事業者支援を中心に

取り組んだところです。 

 御指摘の倒産や休業については、東京商工リサ

ーチ提供のデータを見ますと、平成28年から令和

元年の松江市の休廃業、解散企業件数は平均92.5

件でございます。 

 令和２年度は75件と減少しておりまして、事業

者の皆様が、国や県の資金繰り制度などを活用し

ながら、コロナ禍の中でも何とか踏ん張られた結

果であるというふうに考えております。 

 本市としましても、松江商工会議所初め関係団

体からの御要望を反映した事業に取り組み、事業

者の皆様の事業継続の一助になれたというふうに

考えております。今後も関係者の皆様のお声を伺

いながら、しっかりと対応してまいりたいと思っ

ております。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 それでは、ＡＩ、ＩＣＴ対策について

伺います。 

 市役所においても、ペーパーレス化やＩＣＴ化

を進めている。ＩＣＴ化については、代表質問で南

波議員が質問しましたので、質問を省かせていた

だきますが、ペーパーレス化やＡＩ活用での事務

の省力化はどのように進んだのか伺います。 

 また、学校等に導入されたタブレットや電子黒

板など、学校現場での教育もオンライン化が急速

に進んだ、その効果はどのように成績や子どもの

行動に効果を及ぼしているのか、また、教師は十分

に対応されていたか伺っておきます。 

○野津委員長 小村総務部長。 

○総務部長（小村隆） 私のほうから前段の事務の

省力化についてお答えいたします。 

 ＩＣＴを活用した事務の効率化につきましては、

令和元年度に策定しました第３次松江市行財政改

革大綱実施計画の取組項目として推進しておりま

す。 

 昨年度の主な取組でございますが、ＡＩの音声

認識による議事録作成支援システムの導入やＲＰ

Ａ、パソコン内で自動的に作動するロボット機能

でございますが、ＲＰＡによります支払い支援シ

ステムへの入力作業の自動化などを実施いたしま

した。 

 このうち昨年６月から運用を開始いたしました

ＡＩによる議事録作成支援システムでは、市役所

内の業務全体で269時間分の会議録作成に利用い

たしまして、職員の業務削減効果が1,887時間分、

人件費に換算いたしますと431万円の効果があっ

たと推計しております。 

○野津委員長 成相副教育長。 

○副教育長（成相和弘） 私からは教育のほう、学
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校現場のほうの御質問にお答えします。 

 電子黒板については、令和元年度に小学校３年

生以上の普通教室、特別支援学級及び理科室に整

備しました。また令和２年度末までにタブレット

端末の１人１台の配備、校内無線ＬＡＮの整備を

行いました。 

 電子黒板については、令和２年度から使用され、

活用に関するアンケートでは、毎日１時間以上活

用していると回答した教員が52.4％を占めていま

す。また電子黒板の有効な活用場面としては、児童

生徒の興味関心を高める場面などが挙げられてい

ます。タブレット端末については、児童生徒へのＩ

Ｄ、パスワードの割り振りが令和３年７月末に完

了し、９月から本格的に使用できる段階にありま

す。 

 児童生徒の成績にどのように反映しているかは

今後検証していく必要がありますが、タブレット

端末を使った学習に対する児童生徒の意欲はとて

も高いものがあると感じています。教師の対応に

ついては、授業で利用するソフトの使用方法や、Ｉ

ＣＴ機器の効果的な活用についての研修、ＩＣＴ

教育指導講師による学校訪問、ＩＣＴだよりによ

る情報発信等を通じて理解を図っているところで

す。 

 今後、タブレット端末を家庭に持ち帰り、市内の

様々な地域の通信状況などを調べる実証実験を行

い、できるだけ早くオンライン事業が実現できる

ように整備してまいります。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 はい、わかりました。 

 続いて、公設民営の外郭団体等の支援について

伺っておきます。 

 コロナ対策支援で多くの指定管理料の上乗せ支

援を行ってきたが、今後もこのような状況が続け

ば、同じような方向で支援を行うのか。民間では工

夫しながら経営を維持したり、売上げを伸ばして

いる事業者もいる。経営者の運営次第では、支援も

少なくて済むはずであるが、運営方法の助言や、さ

らにはふるさと森林公園のように新たな設備投資

でお客さんを呼び込めるような施設に変貌してい

るようなことを考えれば、前向きな対応、投資もあ

り得ると思うが、その方針を伺っておきたいと思

います。 

○野津委員長 小村総務部長。 

○総務部長（小村隆） 昨年度、新型コロナウイル

ス感染症の蔓延によりまして、昨年４月16日に緊

急事態宣言の対象地域が全国に拡大され、本市の

指定管理施設におきましても、４月中旬から５月

にかけまして閉館の対応を行いました。緊急事態

宣言の解除後は各施設におきまして、施設所管課

と協力しながら、感染予防対策を第一に行いつつ、

収支改善に向けて様々な努力を行っていただきま

したが、昨年度は最終的に施設利用料等の収入減

少により、43施設に対しまして総額２億12万5,000

円の指定管理料を増額補填いたしました。 

 一方で本年度におきましても補填ありきという

考え方ではなく、各指定管理者が様々な工夫を行

いまして、利用促進に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 スポーツ施設におきましては、感染予防対策を

さらに徹底し、安心して利用していただくことで、

現在は令和元年度並みの利用者数に回復しており

ます。例えば市営陸上競技場の利用者数でござい

ますが、６月から８月の３か月間で比較いたしま

すと、令和元年度と比較いたしまして、昨年度は利

用者数が59.7％でございましたが、本年度は

99.5％まで回復しております。 

 また観光施設におきましては、県外からの観光

客が見込めない状況が続く中、市民を対象とした

キャンペーンなどの努力を行っております。例え

ば松江フォーゲルパークの利用者数でございます

が、同じく６月から８月までの３か月間の比較で、

昨年度は令和元年度比で48.5％でございましたが、

本年度は66.3％まで回復しております。 

 今後も感染予防対策を第一に、指定管理者への

適切な助言を行いながら、施設利用料等の確保に

取り組んでまいります。以上でございます。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 今聞きますと、非常にお互いに対策

をとって行っていると。徐々に人数も増えてきて

るという状況でございますので、これを引き続き

緩めないようにですね、指導しながら行っていた

だきたいと思います。 

 続いて、地域版総合戦略事業費について伺いま

す。 

 本事業は、令和元年度までは大変盛り上がった

事業になっていたが、コロナウイルス拡大を受け、

ワークショップなど開催し、話し合いをする機会

がめっきり減りました。リーダーが出そうな雰囲

気もありましたが、活動も減り、事業実施が困難な

中でのリーダー人材の育成は厳しくなっています。

この育成についてどう取り組むのか伺っておきま

す。 

 また、今後は多世代が参画できるように、公民館

を窓口として、共生のまちづくり事業の参加者

等々、連携を図るべきと思うがいかがお考えか伺

っておきます。 

 なお、この共創のまちづくりについては、職員に
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も共創・協働のまちづくりを進めるために、2017年、

平成29年3月にガイドブックを作成しています。そ

の中に、まずは、職員が共創・協働を正しく理解し、

伝え実行していく必要があるとうたっています。

現在もそのような体制で行っておられるのか、改

めて確認をしておきたいと思います。 

○野津委員長 山根政策部長。 

○政策部長（山根幸二） それでは私のほうは、リ

ーダー人材の育成、それと公民館を窓口として共

創のまちづくり事業の連携というところでござい

ます。 

 地域が主体となった持続可能なまちづくりと連

携交流による地域活性化を一体的に推し進めるた

め、昨年度、地域版まちづくり総合戦略事業補助金

と共創のまちづくり補助金を統合するとともに、

若い世代の育成やネットワークづくりを一層促進

するために、若年層によるチャレンジ活動や公民

館区を越えた活動への支援制度を新設いたしまし

た。あわせて、事業の実施にあたっては、若い世代

のアイデアを生かし、リーダーを育成する視点で

事業を実施する皆様と企画段階から協議を行って

いるところです。 

 こうした取組により、今年度は八雲地区の若者

が中学生と一緒になって地域を元気にする活動を

企画しており、今後、地域のリーダーとして活躍さ

れることを期待しております。 

 また、地域コミュニティーの拠点である公民館

を中心に、世代間交流による地域の活性化を推進

するために、地域版総合戦略事業を活用していた

だけるよう、積極的にＰＲを図ってまいります。 

○野津委員長 吉田市民部長。 

○市民部長（吉田紀子） 職員の共創・協働の体制

についての御質問でございますが、平成25年に平

成の開府元年まちづくり構想を策定し、その中で

共創・協働を掲げ、市民と市が一緒になってまちづ

くりに取り組むことにいたしました。 

 委員御指摘のとおり、取組の基本となるのは、職

員一人一人が共創・協働を正しく理解し、伝え、実

行していくことだと考えております。 

 体制といたしましては、平成26年度から市民部

を所管する副市長を本部長とし、各部長を委員と

した共創のまちづくり推進本部を立ち上げ、全庁

的な連携を図りながら総合的に推進しているとこ

ろでございます。 

 この体制を中心に、共創・協働ガイドブックを平

成29年に発行し、さらに毎年、共創・協働研修会を

開催するなど、職員への浸透を図ってまいりまし

た。加えて令和２年度は、庁内向けに毎月発行して

いる共創のまちづくりニュースにおいて、各部の

具体的な取組事例について全職員で情報を共有し

たところでございます。 

 本会議で森本議員にお答えしたとおり、令和３

年度におきましては、町内会・自治会連合会を初め

ＮＰＯ法人や市内の企業などと連携し、身近な地

域活動や取組の成功事例を発表する「まちづくり

を考える日」を11月に開催し、職員の参加を通じて、

まちづくりへの意欲向上や人材育成につなげてい

きたいと考えております。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 それでは続いて、中海・宍道湖・大山

圏域市長会事業について伺っておきます。 

 圏域自治体で協働事業の進捗はどうであったか。

コロナ禍でおろそかになりがちですが、ウィズコ

ロナの時代に即した社会・経済活動ができるよう

な交流連携協定を結ぶべきと思うが、いかがお考

えかお聞きしておきます。 

○野津委員長 上定市長。 

○市長（上定昭仁） 中海・宍道湖・大山圏域市長

会は、平成24年の発足以来、５市の市長が会長を務

め、専任の事務局長と構成自治体からの派遣職員

により事務局を設置しております。また、圏域振興

ビジョンを策定し、これまで10年間にわたり、密接

に関係、連携を図り、圏域の発展に取り組んでまい

りました。 

 昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりまして、様々な制約がありましたが、圏域の魅

力を再認識する機会ととらえ、「日帰り温泉スタン

プラリー」や「窯元めぐりキャンペーン」など、圏

域の資源を有効に生かしながら、有効に活用しな

がら事業に取り組んできたところです。 

 また、インド、台湾との経済交流事業を進めるた

め、オンラインを活用した「ケララ・山陰オンライ

ン・ビジネスフォーラム」を実施し、日本企業と台

湾企業によるＷＥＢ商談会「ＴＪコネクト」にも参

加いたしました。 

 さらに、産学・医工連携事業では、圏域内の企業

と大学の連携によりまして、医療従事者などの飛

沫感染リスクを防止する新たな医療機器を開発し

まして実用化につなげております。 

 今年度、圏域振興ビジョンを改定することとし

ておりまして、アフターコロナを見据えて具体的

な施策を検討し、５市の足並みを揃えて、さらなる

連携を図ってまいりたいと考えております。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 ぜひ市長には頑張っていただきたい

と思います。 

 続いて、バス運行事業について伺っておきます。 

 バスの利用促進を図られたか、または促進を図
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るため、バス停を整備し、マーク等の乗り継ぎ情報

を市民にわかりやすく提示することと、積極的に

ＩＣカード利用促進に向けた取組を進めるべきと

思うが、いかがお考えか伺っておきます。 

○野津委員長 松尾歴史まちづくり部長。 

○歴史まちづくり部長（松尾純一） 令和２年度に

おけるコミュニティバスを含めたバスの利用状況

につきましては、先ほど河内委員にお答えしたと

おりでございます。 

 そういった中、令和２年度は、新型コロナウイル

ス感染症対策といたしまして、交通系ＩＣカード

の導入を決定し、本年４月以降、順次導入を開始し

たところでございます。 

 石倉委員御指摘のとおり、ＩＣカード利用が促

進されれば、その乗降データは路線の見直しなど

にも活用できるビッグデータとなるため、有効に

活用したいと考えております。そのような観点か

らも、公共交通の利用促進を図る目的で、市民、企

業、交通事業者などから構成される松江市公共交

通利用促進市民会議に協力いただき、ＰＲチラシ

などを配布するなど、利用促進に努めてまいりた

いと考えております。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 よろしくお願いいたします。 

 それでは次、地域共生社会の実現に向けた包括

的支援体制構築事業費について伺います。 

 コロナ禍の中で進まない状況にあるふくしなん

でも相談所の利用状況と今後の方向性について伺

っておきます。 

○野津委員長 湯町福祉部長。 

○福祉部長（湯町信夫） 本市では、市民の皆様の

日常的な様々な困り事に総合的に対応するため、

市内14か所にふくしなんでも相談所を開設し、専

門機関と情報共有、連携を図りながら包括的な支

援を行っております。 

 これまでの相談件数は、開設した平成29年度は

190件、平成30年度は177件、令和元年度は202件、

令和２年度は288件と徐々に増加しており、福祉の

総合的な相談窓口として周知が図られているとこ

ろです。 

 また、市民の皆様のより身近な場所など、相談支

援体制の構築を目指し、ふくしなんでも相談所サ

テライトの設置に向け、市内の社会福祉法人とと

もに取り組んでおります。現在、年内の開設に向け

て、賛同を得た19の社会福祉法人と一定の相談水

準を確保するための研修内容等について調整を行

っているところです。 

 今後も生活課題を抱えた方々を早期に発見する

とともに、関係機関が連携して、包括的な支援を行

ってまいります。以上です。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 コロナ禍の中でございますので、多

分相談がどんどん増えてくるのではないかと思い

ますが、下に置かないように、順次、いい方向に向

かっていただきたいと思います。 

 続いて、商工業振興対策事業費について伺いま

す。 

 地域産業活性化の体制は、さらに生産分野の分

業化が進んでいます。1.5次産業やアップルのよう

な2.5次産業化、また、４次、５次、６次産業化な

ど、今までに、固定観念から脱却しなければならな

いことはみんなわかっているんですが、その地域

産業活性化の構築に対して、今までの取組成果と

今後の取組について伺っておきたいと思います。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） 商工業振興対策事業に

つきましては、農林水産業者と商工業者の業種を

超えた連携を促し、地域産品を活用した新商品開

発及び販路拡大の支援による地域産業の活性化を

図ることを目的に、農水商工連携推進事業に取り

組んでいるところでございます。 

 この事業は、平成22年に松江商工会議所や商工

会、ＪＡ、宍道湖漁協、観光協会、松江市などで協

議会を設立し、地域資源を活用した新商品開発や

販売促進の支援、第１次産業事業者と商工事業者

のマッチングなどに連携して取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 令和２年度末までに76品目の商品開発を支援い

たしまして、このうち令和２年度は３品目の支援

を行ったところでございます。しかしながら、取組

を進める中で、１次産業の担い手不足、少量多品目

の農産品、販路、産品の加工や特殊な設備を有する

市内企業が限られている点などの課題がございま

して、生産、加工、販売まで一体的に調整、推進が

できる仕組みづくりが必要であると考えておりま

す。 

 この解決に向けた手法の一つとして、地域産品

をトータルプロデュースする機能を持ち、機動性

と柔軟性を備えた民間主導による仕組みづくりや

取組が必要と感じが感じておりまして、本市にお

ける地域商社の設立の可能性などについて、今後

検討してまいりたいと考えております。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 続いて、病院会計について伺います。 

 令和２年度収益事業決算では、入院外来患者も

減少し、職員給与が増大したことによって赤字決

算となったが、給与は固定費となるので、コロナ禍

の中で収益が厳しい状況が今後も続けば、このよ
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うに厳しい収支状況になると思うが、今後の考え

方を伺っておきたいと思います。 

○野津委員長 吉川市立病院事務局長。 

○市立病院事務局長（吉川浩二） 令和２年度の決

算でございますけれども、会計年度任用職員制度

の導入に伴いました退職引当金の計上などにより

まして、7.8億円の特別損失ということで、最終的

には3.7億円の純損失となりました。そのうち、経

常損益といたしましては、新型コロナウイルス感

染症の影響によって、入院外来等の医業収益は、前

年度と比較しまして5.4億円の減となりましたも

のの、国からの対策補助金等によりまして、医業外

収益が6.3億円の増となりまして、結果といたしま

しては、7,800万円の経常利益、いわゆる黒字とな

ったものでございます。 

 依然として新型コロナウイルス感染症の影響に

よりまして、厳しい病院運営が続きますけれども、

今後も引き続き、コロナ感染症への対応を第一に

取り組むとともに、松江医療圏の中核となる急性

期病院といたしまして、質の高い医療を提供し、健

全な病院運営に努めてまいりたいと思います。 

○野津委員長 石倉委員。 

○石倉委員 それではこれで終わりますが、今ま

での件については、前市長の下で行われたわけで

ございますので、今度新しく上定市長が誕生した

わけでございますので、令和３年度はしっかりと

スクラムを組んで、松江市民のために頑張ってい

ただきますようお願い申し上げて、終わります。 

○野津委員長 明政会、柳原治委員。 

○柳原委員 明政会を代表して質問いたします。 

 コロナ禍で何分制限された年でございました。

そういう中で、選ばれる松江の実現を目指し、４つ

の柱を重視して取り組んだ姿勢についてお伺いい

たします。 

 第１の柱、守り、育て、生かし、つなぐでござい

ますが、松江市が持つ歴史や文化、伝統、自然環境

などの地域資源や市民の暮らしやすさを守り続け

ていくとともに、さらに磨きをかけ、育て生かして

いくための成果についてお伺いをします。 

○野津委員長 上定市長。 

○市長（上定昭仁） 昨年度、松江の文化力を生か

したまちづくり条例を制定するとともに、松江市

伝統文化芸術振興計画を策定したところです。 

 今年度は、具体的な事業を盛り込んだ実施計画

を策定することとしております。 

 世界文化遺産登録を目指すこととしております

松江城につきましては、国宝指定５周年記念式典

を開催するとともに、市民の力で後世に守り伝え

ていくため、松江城を守る会を設立いただいたと

ころでございます。 

 また、松江城の天守につきましては、震災対策工

事を完了するとともに、首里城の火災を受けまし

て、１年前倒しで防災施設整備事業の基本計画策

定に着手しております。 

 総合文化センターにつきましては、継続して松

江の文化振興の拠点としての役割を担うことがで

きるように、令和４年度から大規模改修工事を実

施することとしておりますが、令和２年度におき

ましては、改修内容を検討するとともに施設利用

者への説明会を開催するなどの周知を図っており

ます。 

 さらには、文化遺産の継承のため、小泉八雲旧居

や佐太神社の舞殿の保存修理などについても取り

組んでおります。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 次行きます。 

 スポーツが持つ力を活用し、健康づくりや観光

振興などにつなげ、分野横断的に取り組まれ、スポ

ーツ推進計画を作成されました。その成果につい

てお伺いいたします。 

○野津委員長 山根政策部長。 

○政策部長（山根幸二） 令和２年３月にスポーツ

推進計画を改定し、スポーツが持つ多様な魅力を

まちづくりに生かしていくため、新たにスポーツ

による地域活性化、健康づくりを楽しむスポーツ

の推進を基本方針に加えました。 

 令和２年度は、スポーツによる地域活性化の核

となるスポーツコミッションの設立に向け、経済

団体、観光団体、飲食事業者、報道機関、金融機関

などに参画いただき、設立準備委員会を設置し、基

本方針を策定いたしました。 

 また、スポーツと健康をつなげるため、これまで

別々に開催しておりました市民体力測定会、レク

リエーション・スポーツ・フェスティバル、健康福

祉フェスティバル、ボランティア・フェスティバル

を同時に開催する計画を立て、準備を進めたとこ

ろです。残念ながら、新型コロナウイルスの感染拡

大により中止といたしましたが、引き続き、スポー

ツ推進委員と健康まつえ21推進隊などの交流を積

極的に行い、スポーツと健康づくりのつながりを

深めていきたいと考えております。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 それぞれ取り組んでいただいており

ますが、その中でまたスポーツ、健康、そして観光

をミックスしたメニュー開発など、こういったこ

とも取り組んではいかがというふうに思っており

ます。 

 次、第２の柱に行きます。松江の魅力を国内外へ



13 

 

伝える。１つ目に新型コロナ感染症との戦いでオ

リンピック、パラリンピックは令和３年に延期、本

市では、日本ジオパーク全国大会、国宝松江城マラ

ソンなどが中止、延期されました。各種イベントの

中止の中で松江の魅力を国内外へ伝える成果につ

いてお伺いいたします。 

○野津委員長 高木観光振興部長。 

○観光振興部長（高木博） 国宝松江城マラソンは、

全国各地から約5,000名のランナーが参加され、そ

の６割は県外からで、香港や台湾など海外からの

参加もあるなど、国内外から注目されるマラソン

となっております。残念ながら、令和２年度、令和

３年度と２年連続で中止せざるを得ませんでした

が、国宝松江城を初めとする松江の魅力や風光明

媚なコースの魅力を発信し、マラソンの知名度向

上を図るなど、来年度の開催に向けて準備をして

まいりたいと考えております。 

 日本ジオパーク全国大会は、令和２年度から今

年度、令和３年度に延期をいたしました。ただ、新

型コロナウイルス感染症拡大が依然として続いて

いることから、くにびきメッセを会場とするプロ

グラムについては、やむなくオンライン開催に変

更したところです。オンライン開催にはなりまし

たが、小泉八雲記念館の小泉凡館長による、小泉八

雲、ジオへのまなざしと題した講演や、国宝松江城

や宍道湖、加賀の潜戸などを紹介するオンライン

ジオツアーをユーチューブにより無料で動画配信

するなど、島根半島・宍道湖・中海ジオパークの魅

力を全国にアピールしたいと考えております。 

 また昨日の三島進議員の一般質問でもお答えし

ましたとおり、プロモーション動画やアニメ動画

をユーチューブで国内外に情報発信しているほか、

八束公民館ではドローンによる動画作成、美保関

公民館や島根半島四十二浦巡り再発見研究会では、

パンフレットの製作に取り組まれるなど、住民主

体によるジオパーク活動の支援にも取り組んでお

ります。 

 多くの観光イベントは中止、延期となりました。

メディアやウェブを活用した松江の魅力発信は、

継続的に実施してまいりました。特に、松江の観光

素材をわかりやすい形でメディアに提供し、取上

げてもらうといった新たな取組を行い、縁結び旅、

宍道湖の夕日など、５つのテーマがネットニュー

スや新聞など約360のメディアに掲載、報道されま

した。この取組により、広告換算で約12億円の効果

が得られた、松江の認知度向上につながったと考

えております。 

 さらに、海外向けの情報発信は、観光スポットか

らのライブ配信や現地代行業者による海外イベン

トへの出展など、コロナ禍でも、実施可能な手法を

駆使し発信を続けてまいりました。 

 また、収束後に備えて、観光地の魅力づくりも行

いました。ＡＲ・ＶＲによる城下町の再現、松江城

の忍者体験など質の高い体験メニューの開発、宍

道ふるさと森林公園の整備、玉造温泉街へのアー

ト行燈の設置、Ｗｉ－Ｆｉスポットの増設など、観

光客の満足度向上に向けた取組を行いました。 

 今後、松江城の認知度向上に大きな役割を果た

す国宝松江城マラソンや水郷祭をはじめとする各

種イベントの再開に向け準備を進めるとともに、

中長期的な視点に立って、アフターコロナを見据

えた、ブランド価値を高める施策を戦略的に実行

してまいりたいと考えております。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 コロナ後、収束、そういったときに、

大きく期待したいということでございます。準備、

ＰＲの時というふうに理解しております。 

 次に行きます。企業立地や地元企業の成長発展

に向けた再投資を促し、産業の振興と魅力ある雇

用の場を創出するため、朝日ヒルズ工業団地の分

譲価格を見直しされました。その成果についてお

伺いします。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） 朝日ヒルズ工業団地に

つきましては、全27区画のうち、分譲価格改定前の

令和元年度末時点で未売却の区画が13区画ござい

ましたが、令和２年４月１日の分譲価格改定後、同

年に１区画を売却し、現在８区画で売却に向けた

商談を進めております。 

 引き続き、市ホームページ、県企業立地パンフレ

ット等によりＰＲに努めるとともに、島根県や商

工団体等と連携して早期の売却につながるよう取

り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 価格を下げて、お話はあるというふ

うに理解はしておりますけども、その後ですね、私

が聞いた中で、まだちょっと進み具合が遅いかな

というような感じがいたします。また努力をお願

いいたします。 

 次、第３の柱にいきます。中海・宍道湖・大山圏

域のさらなる連携ということで、１つ目に、中海・

宍道湖・大山圏域市長会の第２期総合戦略のテー

マである、住みたくなる圏域づくりに向け、さらに

連携を強化し、成果についてお伺いいたします。 

○野津委員長 山根政策部長。 

○政策部長（山根幸二） 昨年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により様々な制約がありました

が、圏域の魅力を再認識する機会ととらえ、連携を
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図ってまいりました。石倉議員にお答えしたとお

り、日帰り温泉スタンプラリー、窯元めぐりキャン

ペーン、オンラインを活用したケララ・山陰オンラ

イン・ビジネスフォーラムや日本企業と台湾企業

によるウェブ商談会、飛沫感染リスクを防止する

新たな医療機器の開発、実用化などに取り組んで

まいりました。 

 今年度、圏域振興ビジョンを改定することとし

ており、一層連携を強化して、住みたくなる圏域づ

くりに取り組んでまいりたいと考えております。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 次、行きます。圏域の連携交流を促進

するため、また、地域経済の発展には、中海・宍道

湖を周回する道路網の整備や新幹線など交通ネッ

トワークの形成が必要不可欠でございます。境港

出雲道路、山陰新幹線、伯備新幹線など、高速交通

網整備に向けた取り組み状況についてお伺いいた

します。 

○野津委員長 爲國都市整備部長。 

○都市整備部長（爲國岳彦） まず、境港出雲道路

につきましては、毎年行う知事要望のほか、関係市

や民間団体で組織している同盟会や市長会などで、

県や国に対して事業推進に向けた要望活動を行っ

てきました。そして、市議会議員の皆様の議員連盟

にも後押しをしていただき、境港出雲道路の一部

である松江北道路が今年度事業化されました。ま

た昨年、国、島根・鳥取両県及び中海・宍道湖圏域

の自治体で組織する中海・宍道湖圏域道路整備勉

強会が発足いたしました。この会での議論を深め、

境港出雲道路を含む８の字ルートの実現に向け取

り組んでまいります。 

 次に、新幹線整備については、近く山陰新幹線や

伯備新幹線などの基本計画路線の一部が新たに整

備計画路線に格上げされると言われており、基本

計画路線から整備計画路線への格上げを訴える半

世紀ぶりのチャンスであります。令和２年度は山

陰・伯備両新幹線の整備計画格上げ等について、国

土交通省及び関係国会議員への要望活動を実施し、

ホームページやチラシを新たに作成し、圏域の皆

様に周知してまいりました。また、新幹線実現のた

めには、新幹線をこの圏域にという地元の皆様の

熱意が重要であるため、令和３年度には、圏域内構

成市にＰＲ看板を設置するなど、機運醸成を図っ

ているところです。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 道路網については、取組をされてい

るとは感じております。しかしながら新幹線につ

きましては、いまいち県の動きが全然ないように

感じておりますが、一層の働きかけをお願いした

いと思います。 

 ４つ目、安心・安全なまちづくり。令和２年３月

に松江市国土強靱化計画が策定されました。計画

は５年間であり、施策の進捗状況や社会情勢の変

化等を踏まえて見直しなども行うものであるとい

うことでございます。１年目の取組状況と課題に

ついてお伺いいたします。 

○野津委員長 山根政策部長。 

○政策部長（山根幸二） 松江市国土強靱化計画は、

あらゆる大規模自然災害を想定して、対応方針と

具体的な事業を盛り込んでおります。この計画に

基づき令和２年度に取り組みました国土強靱化関

連事業の決算額は、約74億円となっております。 

 その主な具体的な事業といたしましては、まが

たま学園をはじめとした小中学校の整備事業とし

て約26億円、古浦西長江線をはじめとした道路整

備事業として約22億円、北部分署整備、防災行政無

線整備をはじめとした防災対策に約６億円、その

ほか松江総合運動公園再整備に約４億円などとな

っております。今年の７月、８月の大雨のように、

過去に経験をしたことのない自然災害が近年、全

国で発生しておりますので、事業の追加、見直しを

図りながら、国の有利な財源を活用して、安心・安

全なまちづくりに取り組んでまいります。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 しっかり取り組んでいただきたいと

思います。 

 次、２番目に財政についてです。 

 財政力指数、実質公債費比率など、改善傾向であ

る中、財政構造の弾力化を示す経常収支比率が依

然として高止まりの状況にあります。前年度比４

ポイント上昇し94.3％となりました。その原因を

伺います。 

 また、多くの自治体において、弾力性への評価基

準とされる80％を大きく超えている状況にありま

すが、松江市においての要因は何か、今後どのよう

な対策が考えられるのかお伺いたしますが、先ほ

ど志翔の会の代表で御質問があったと思います。

回答が同じであれば結構です。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 先ほど石倉委員にお答えし

たとおり、経常収支比率が上昇したのは、会計年度

任用職員制度の導入に伴い、分析を変更したこと

でございます。 

 経常収支比率はかつて、一般的に80％台が適正

ということもありましたけれども、近年は90％を

超えてきておりまして、令和２年度決算における

中核市の平均は速報値で92.7％となっております。 

 松江市の経常収支比率は、中核市の平均を1.6％
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上回っておりますが、これは義務的経費でありま

す公債費の歳出に占める割合が他の中核市として

高く、この比率を押し上げる一因となっていると

思っております。 

 今後、中期見通しの見直しを通じまして、引き続

き市債の発行抑制、公共施設の適正化あるいは定

員管理計画に基づく職員数の適正化など、行政財

政改革を進め、市民サービスの維持向上に必要な

財源を確保していきたいと考えております。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 ありがとうございました。 

 次、３番目行きます。水道事業についてお伺いい

たします。 

 水道事業の広域化についてでございますが、安

定した上水の供給、共通経費など、経費削減を図る

ため広域化の検討がされていると思うが、現在の

状況、見直しについてお伺いいたします。 

○野津委員長 小塚上下水道局長。 

○上下水道局長（小塚豊） 人口減少社会における

水道料金収入の減や老朽化をいたします水道施設

の更新経費が増大する中、市民生活を支える重要

インフラでございます水道事業を安定的に運営す

るため、広域化をはじめとする様々な効率化を推

進する必要があると考えております。 

 国は、平成31年１月に、都道府県単位で水道広域

化推進プランを令和４年度までに策定するよう通

知を発出し、島根県ではプランの策定に向けて、県

内全市町村が参加する島根県水道広域化推進プラ

ン検討会で協議検討が行われております。 

 島根県の場合には、御承知のとおり、県域が東西

に長く、また中山間地を多く抱えるなどの地理的

条件から施設統廃合が困難であるため、まずは実

現可能な業務の共同化等について検討することと

しております。 

 令和３年度は浄水場の共同設置、水質検査業務

の共同化や薬品・水道メーターの共同購入等にお

ける効果を検証し、中間報告を取りまとめる予定

でございます。令和４年度は、さらに料金事務の共

同化、あるいは効果の大きい経営統合についても

検討を行う予定としております。 

 本市といたしましては、プラン策定に当たり、

様々な広域化のあり方や手法について効果が最大

限発揮できるよう、積極的に県に働きかけてまい

りたいと考えております。あわせてこれも市民の

重要インフラでございます下水道事業も、都道府

県単位で令和４年度までに広域化・共同化計画を

策定することになっておりますので、上下一体と

なった広域化・効率化も提案をしてまいりたいと

考えております。以上です。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 次、最後の質問をいたします。ガス事

業についてです。 

 近年の決算で都市ガスの供給戸数の減少に伴う

販売量も減少傾向にある。さらに新型コロナ感染

症の拡大により、市民生活や経済活動に多大な影

響が出ている中での原因分析、どのような評価を

しているかお伺いいたします。 

○野津委員長 山内ガス局長。 

○ガス局長（山内政司） 令和２年度の決算におき

ます業務状況でございますが、まず、供給戸数は前

年度と比較いたしまして223戸、率にしてマイナス

1.8％の減の12,469戸となっているところでござ

います。過去10年間、年間平均約200戸の減、率に

して約1.5％でございますが、これが続いておりま

して、供給区域内の普及率についても、昨年度

28.8％からマイナス0.5ポイントの28.3％に減少

しているところでございます。参考までに、10年前

の平成22年度の普及率は34.6％でございました。 

 その要因でございますけれども、中心市街地の

空洞化による空き家等の増、建物の解体撤去並び

にライフスタイルの変化に伴います電化等の他エ

ネルギーへの流出により、都市ガスを利用される

世帯が減少していることが考えられます。 

 続きまして、都市ガスの販売量についてでござ

います。これにつきましては、前年度と比較いたし

まして、都市ガスは11万9,000立米、率にしてマイ

ナス1.5％の772万1,000立米となったところでご

ざいます。主な要因といたしましては、暖冬傾向に

よります給湯需要や空調事業の減少によるものと

考えているところでございます。また、個別要因と

いたしまして、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響によりまして、一時は商業用販売量、これが前

年度比の35％減になるなど大幅な減少があったと

ころでございますが、最終的には対前年11.9％減

と落ちついた、落ちついても減となっております

けれど、なったところでございます。 

 一方で、外出自粛に伴います巣ごもり需要の増

加により、家庭用販売量につきましては、対前年度

比５％の増となったところでございます。過去10

年間を見ますと、年間平均で９万5,000立米、率に

してマイナス1.1％でございますけれども、減少し

ていることから、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響は小さいものだと思っているところでござ

います。 

 結果といたしまして、純利益につきましては、２

億813万5,000円となりまして、昨年を若干上回る

利益を得ることが出来ましたが、主な要因は家庭

用の巣ごもり需要と、費用のほうで一部営業経費
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の縮減があったため、一時的な増益だったと考え

ているところでございます。 

 いずれにいたしましても、本会議で柳原議員に

お答えいたしましたように、都市ガス事業を取り

巻く環境は急速に変化しているところでございま

す。これまでの縮小傾向に加えまして、新たな課題

が山積する中、今後も厳しい状況が続くものと考

えておりまして、より一層の経営健全に努めてま

いりたいと思っているところでございます。以上

でございます。 

○野津委員長 柳原委員。 

○柳原委員 終わりますが、あとは、決算の意見、

来年の意見に付したいと思っております。よろし

くお願いします。終わります。 

○野津委員長 公明クラブ、長谷川修二委員。 

○長谷川委員 公明クラブの長谷川修二でござい

ます。会派を代表いたしまして総括質疑をさせて

いただきます。 

 初めに一般会計から。１点目、マイナンバーカー

ド普及促進について、イオン内に専用窓口を設置

されましたが、申請、また交付数の向上の効果はど

うだったのか、また今後の見通しはいかがかお伺

いします。 

○野津委員長 吉田市民部長。 

○市民部長（吉田紀子） イオン松江店のマイナン

バーカード専用窓口につきましては、昨年11月に

設置をいたしました。イオン窓口を設置するまで

の令和２年４月から10月までの期間と設置以降、

令和３年３月までの期間の窓口での申請件数及び

交付枚数の月平均を比較いたしますと、申請件数

は743件から1,786件と約2.4倍に、交付枚数は

1,792枚から、3,064枚へと約1.7倍増加しておりま

す。その結果、申請率におきましては、令和３年３

月末に国を上回る大きな効果が出ました。 

 また、土日祝日も開庁しているため、平日に窓口

にお越しが難しい利用者の方のニーズにうまく対

応が出来ているものと考えております。 

 今後の見通しにつきましては、全国的に申請件

数が大きく減少傾向にはありますが、デジタル社

会の実現に向けて、マイナンバーカードの利便性

はますます高まっていくものと考えられますので、

当市としましても、窓口にお越しが難しい高齢者

の方を対象としました公民館での出張受け付けや、

企業や団体での一括申請の受け付けなど、普及促

進に努めてまいりたいと考えております。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 今後御努力よろしくお願いいたし

ます。 

 ２点目、当初、市単独予算として、ＩＣＴ活用教

育推進事業を計画していたが、新型コロナウイル

ス対策事業の国庫補助金の交付分により整備が出

来たと思っております。それによって教育費にお

ける決算にどのような影響があったのかお伺いい

たします。 

○野津委員長 藤原教育長。 

○教育長（藤原亮彦） 本市におきましては当初、

ＧＩＧＡスクール構想によりまして、５年間をか

けて全ての児童生徒、１万五千数百台になると思

いますが、タブレットを配備する計画をしてござ

いました。 

 委員がおっしゃるとおり、国の財源が令和２年

度の途中で何回も拡充されまして、重点配備され

たところでございます。結果として、令和２年度の

１年間で、全児童生徒用のタブレット１万5,558台、

5,212台はリースでございます、１万346台が購入

という形で、全て配備することが出来たところで

ございます。 

 財源としては、令和２年度当初は、交付税算定分、

一般財源なんですけれど、それを措置しておりま

したが、その後文科省の補助金が入り、さらに新型

コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金

が加わりました。それぞれ国の充当ルールがござ

いまして、それを組合せまして余すことなく活用

し配備出来たところでございます。 

 具体的には先ほど申し上げましたように、地方

交付税の計上分は、リース分に充てまして、それか

ら文科省の補助金は、タブレットを１台当たりの

上限が４万5,000円ということがありましたので、

それに充てて、それを超える金額については、新型

コロナウイルスの感染症対応地方臨時交付金を充

当して購入が行われたと、こういうことでござい

ます。以上でございます。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 今後も有利な財源等々、利活用し

ていただいてお取り組みをよろしくお願いいたし

ます。 

 ３点目、各種イベントは中止となりましたが、財

政支出は減少したが、見込んでいた経済効果も減

少したと思われるが、状況はいかがか。また、今後

の見通しはいかがかお伺いいたします。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 多くのイベントが、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止のため中止の判断

をせざるを得ない状況でございまして、市のイベ

ント関連事業としましては、60件、約２億400万円

が未執行となったところです。この内容は、観光や

スポーツはじめ学校行事、地域福祉、農林、環境な

ど、あらゆる分野にわたるイベントが中止となっ
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ておりまして、多方面に様々な影響を与えたもの

と考えております。 

 このうち、特に観光分野では、武者行列、水郷祭、

水燈路、鼕行列などの例年のイベントが中止とな

ったほか、松江城国宝指定５周年を記念したイベ

ントなども中止となりました。令和元年度と比べ

まして、130万人程度の集客がなくなったものと見

ており、これにより、54億円程度の経済損失があっ

たものと推計しております。観光分野以外のイベ

ントにつきましても、少なからず経済損失はあっ

たものと考えております。 

 イベント中止による影響は大変残念でございま

すが、市民の安全・安心を守り、感染拡大の防止を

努めることが行政の大切な役割と思っております。

国や県から示されたイベントのガイドラインに基

づき、イベントの規模、対象者、時期などに応じま

して、個別に判断していく必要があると思ってお

ります。今後とも感染状況を見極め、適切な時期に

実施の可否を判断してまいりたいと考えておりま

す。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 ４点目、全体予算に占める不用額

が39億円以上になっております。また、不納欠損額

も約7,000万円が計上されているが、それぞれにお

ける主な原因は何か。また、令和４年度予算に対す

る影響はいかがかお伺いいたします。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 令和元年度の不用額は30億

円でございましたが、令和２年度は９億円増加し、

39億円となっております。この要因としましては、

ひとり親世帯の支援である臨時給付特別給付金や

ＰＣＲ検査費用、コロナ感染による入院医療費の

公費負担などが想定より少なく、不用額が発生し

たことが挙げられます。これは、感染拡大が予断を

許さない状況が続いておりましたので、急激な感

染拡大に迅速な対応ができるよう、減額補正をし

なかったためです。 

 また、不納欠損、6,909万9,000円の内訳としまし

ては、市税で3,895万3,000円、生活保護費返還金で

2,880万1,000円、その他で134万5,000円となって

おります。理由としましては、滞納整理を進める中

で、相続放棄、生活困窮及び居所不明などにより、

法で定める年数に従い不納欠損としたものです。 

 令和４年度予算編成におきましても、新型コロ

ナウイルス感染症対策を最優先に取り組み、関係

の皆様の声を伺いながら、市民ニーズを反映した

予算編成に努めるとともに、通常の事業を行政サ

ービスも着実に実施してまいりたいと考えており

ます。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 ５点目、市債に占める臨時財政対

策債の割合が約３割ございます。後年交付税措置

されると思われますが、今後の見通しはいかがか

お伺いいたします。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 臨時財政対策債は、本来、

普通交付税として交付されるべきが、国の財源不

足を理由に、地方に起債発行させ、その元利償還金

について後年度の交付税で100％補填されること

となっております。現在、財源不足に加えまして、

この起債のために、新たに臨時財政対策債を発行

しているという状況でございまして、この措置は

当面続くものと考えております。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 できるだけこのようなことがない

ように、国においても取り計らっていただきたい

ものと思っております。 

 ６点目、社会資本整備総合交付金として道路ス

トック等並びに橋りょう長寿命化対策事業費に計

画・予算計上されていたが、執行状況をお伺いいた

します。 

○野津委員長 爲國都市整備部長。 

○都市整備部長（爲國岳彦） 道路ストック等長寿

命化対策事業の執行状況は、予算額が２億648万

3,000円、執行額が１億4,988万円、執行率が72.6％

となっております。橋りょう長寿命化対策事業の

執行状況は、予算額が３億734万2,000円、執行額が

２億1,052万5,000円、執行率が68.5％となってお

ります。なお、いずれも執行率は、令和２年度完成

分の数値であり、残りにつきましては全額令和３

年度に繰越し、計画どおり実施いたします。 

 道路ストック等長寿命化対策事業は、標識、照明

灯、反射鏡、道路法面、道路舗装などの点検・修繕

を行うものですが、昨年の大雨などの影響を考慮

し、道路法面及び道路舗装の点検などを重点的に

行いました。橋りょう長寿命化対策事業は、橋りょ

う、トンネル、横断歩道橋の点検・修繕を行うもの

ですが、ほぼ計画どおりの実施状況となっており

ます。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 計画、予算計上をされております

ので、できるだけたくさんの事業、事業者の方々も

御苦労されているところで、なかなか難しいと思

いますが、またお取り組みよろしくお願いいたし

ます。 

 ７点目、生活支援給付金事業費において相談並

びに給付金、また貸付額が激増したが、それに対し

て対応が十分であったかお伺いをいたします。 
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 また新型コロナウイルス感染症が収束していな

い状況下において、今後の見通しについてお伺い

をいたします。 

○野津委員長 上定市長。 

○市長（上定昭仁） 生活にお困りの市民の方には、

松江市千鳥町の松江市総合福祉センター内にある

松江市くらし相談支援センターが相談窓口となり

まして、緊急小口資金や総合支援資金、住宅確保給

付金などの必要な支援が受けられるように積極的

に相談対応してまいっております。加えて昨年５

月には、これらの貸付制度等を利用された世帯に

10万円を支給する市独自の生活支援給付金事業を

創設しまして、目下の生活に必要な支援も行って

おります。 

 また、貸付金等の支援に係る相談申請件数が急

増したことから、松江市暮らし相談支援センター

の相談支援員を昨年５月から２名増員しておりま

す。さらに生活保護の相談にも対応できるよう、福

祉部生活福祉課に面接相談員を、昨年の７月から

１名増員して体制を整えております。 

 なお、松江市くらし相談支援センターへの相談

件数につきましては、令和３年４月から７月まで

の４か月の実績を前年同期と比較しますと、新規

相談件数が517件から230件に半減したものの、継

続相談の件数につきましては、449件から1,070件

に倍増しておりまして、当面は現在の体制を維持

する必要があるものと考えているところです。 

 今後は、コロナ禍の長期化に伴い、継続的な支援

を必要とする方が増加すると考えられますので、

様々な相談にきめ細かくおこたえするとともに、

国や県の支援制度の動向も注視しまして、連携を

図りながら、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 今後よろしくお願いいたします。 

 ８点目、電源立地地域対策交付金について、市の

歳入における金額はここ数年、あまり大きく変わ

ってないようでありますが、この交付金の意味合

いや、市としての今後の考え方についてお伺いい

たします。 

○野津委員長 山根政策部長。 

○政策部長（山根幸二） 電源立地地域対策交付金

は、発電用施設周辺地域整備法などに基づきまし

て交付されており、電気の消費地が享受する恩恵

の一部を生産地に還元するとともに、発電所が立

地する地域の振興を図ることとされています。 

 近年の交付金額は22億円から23億円で横ばいと

なっておりますが、これは現行の交付金制度が停

止中の発電所においても、一定の発電量があった

ものとみなして交付金を算定する仕組みになって

いることが要因でございます。 

 引き続き、この交付金を本市の特色ある事業や

市民の安心・安全につながる事業などへ活用いた

しまして、地域の振興に努めてまいりたいと考え

ております。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 ９点目、市有財産の売却について、

売れる見込みのある財産はどれぐらいあるものな

のかお伺いをいたします。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 売れる見込みということで

ございます。 

 令和３年度の市有地売払いにつきましては、勤

労者体育団地内用地、旧南学校給食センター跡地

など、大規模な売却を含め延べ22件、９億9,000万

円を見込んでございます。またさらに令和４年度

におきましては、旧八雲保育園駐車場跡地の売却

を検討しておりまして、13件、約２億円を見込んで

ございます。 

 かねてより遊休土地の整理を進めてきました結

果、売却見込みのある土地は僅かになってまいり

ました。今後につきましては、公共施設の適正化及

び土地開発基金の整理を含めて進めていく中で、

利活用の検討を行い、売却方針として定まったも

のについては積極的に進めてまいりたいと考えて

おります。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 10点目でございます。 

 商工費に関して、この１年間で新型コロナウイ

ルス感染症に対する経済対策が何度も執行させて

されてまいりましたが、費用対効果はいかがであ

ったかお伺いをいたします。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） 商工業につきましては、

緊急事態宣言が発令された昨年５月以降、感染症

の拡大防止と経営が悪化している事業者に対し、

総額12億2,200万円の事業を実施しております。 

 主なものといたしましては、まず、感染拡大によ

り経営に大きな打撃を受けている飲食店を支援す

るため、松江地区商工会・商工会議所連絡協議会が

実施するプレミアム付飲食券発行事業に対し、

6,600万円の補助を実施し、３億247万円の経済波

及効果があったと試算されたところでございます。

そのほか、国の持続化給付金に上乗せする形で

3,973の小規模事業者や中小の飲食事業者に対し、

４億1,200万円の経営支援給付金を支給し、事業者

の事業継続を支援しております。また、国県と協調

して、延べ1,164の商業、サービス業の事業者に対
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し、５億4,400万円の補助を実施し、感染症対策や

事業継続のための新規事業の取組を支援したとこ

ろでございます。加えまして、国県の協調補助対象

外、事業費で10万円未満のものと100万円を超える

ものの取組に対する市独自の支援策といたしまし

て、延べ329の事業者に対し、6,500万円の追加支援

を実施したところでございます。 

 製造業支援では、サプライチェーンの再構築な

どに対応した緊急販路の拡大や、感染症対策を含

む緊急現場改善の支援として、36の事業者に設備

機器や工作機器の導入などについて5,900万円の

支援をいたしております。製造業者からは、より付

加価値の高い新規部品加工の受注獲得、生産の海

外からの国内回帰への対応、食品加工では、観光関

連商品から自家消費向け商品の生産能力の向上に

よる販路拡大などの効果が見込まれると報告を受

けております。 

 次に観光業につきましては、まずは特に厳しい

状況にございました宿泊事業者に対しまして、国

の持続化給付金に上乗せする形で、客室数の規模

に応じた給付金を93事業者に2,760万円を支給し、

事業継続を支援いたしております。また、観光回復

キャンペーンとして１億7,400万円の事業を実施

し、市民宿泊割引や旅行会社への旅行プラン造成

のほか、松江のブランド力を高める情報発信など

に努めました。その結果、宿泊など約３万2,300人

にキャンペーンを御利用いただきまして、７億

5,000万円の経済効果があったものと推計をいた

しております。以上でございます。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 今後も現場のニーズ等をしっかり

的確にとらえていただいて適宜適切な対策をとっ

ていただきますようお願いいたします。 

 令和２年度松江市病院事業会計決算についてか

ら１点、がん拠点病院として、市立病院での新型コ

ロナウイルス対応業務がふえておりますが、器械

備品整備費が令和元年に続いて計上されているが、

稼働の状況はいかがかお伺いをいたします。 

○野津委員長 吉川市立病院事務局長。 

○市立病院事務局長（吉川浩二） 器械備品整備に

つきましては、感染症の対策関連の整備も含めま

して、41件、約４億2,000万円支出いたしたところ

でございます。この中で、がん関連の治療機器とい

たしましては、手術支援ロボット、ダヴィンチの整

備を行いまして、まずは前立腺がんにおいて、より

低侵襲な手術が可能となったところでございます。

ダヴィンチによる手術実績でございますが、当初

の目的、目標でありました施設基準を上回る件数

を確保いたしました。 

 さらにがんセンターにおける放射線治療や外来

化学療法、口腔ケア外来は、いずれも平成29年度の

センターオープン以降、安定した件数となってお

ります。感染症の影響を少なからず受けているこ

とが想定されました中で、同程度の件数を維持す

ることが出来ましたことは、当院のがん拠点病院

としての役割を果たせたものと考えております。

以上です。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 今後も、がん拠点病院としての取

組もぜひよろしくお願いいたします。 

 大きな３点目、令和２年度松江市交通事業会計

決算について。 

 １点目、新車乗り合いバス４両購入、9,500万円

余りが計上されておりますが、バス車両の現状は

いかがかお伺いをいたします。 

○野津委員長 須山交通局長。 

○交通局長（須山敏之） 本局では、現在、レイク

ラインを除きまして、50両の路線バスを保有して

いるところでございます。この路線バスの運行に

つきましては、実際にお客様を乗せて路線を走る

バスはもとより、運転手の研修用の車両、それから、

故障や事故など不測の事態に素早く対応するため

の予備車両も必要となっております。また、常に何

台かは定期点検も行っているところでございます。

こうした日々の運行を支える上で、車両の台数の

面では、今過不足のない状況でございます。 

 車両における一番の問題は、車齢、いわゆる車の

年数が20年を超える古い車両が多いことでござい

ます。平成28年度からの５年間で、毎年４台ずつ、

計20台を更新してまいりましたが、令和３年度当

初におきましても、この50台中の16両が車齢20年

を超えている状態でございます。車両の更新に当

たりましては、人や環境に優しいクリーンディー

ゼルエンジンを搭載したノンステップバスの購入

を進めているところでございます。 

 ＳＤＧｓの実現にも寄与すべく、今後も古い車

両の計画的な更新を進めていく考えでございます。

令和３年度も同様に４両の更新を行う予定になっ

ております。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 市民の方々が移動される際の重要

な手段でございます。ぜひお取組よろしくお願い

いたします。 

 ２点目、運転手育成のための大型二種免許取得

補助事業が実施されておりますが、利用の状況と

運転士の充足の状況はいかがかお伺いをいたしま

す。 

○野津委員長 須山交通局長。 
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○交通局長（須山敏之） バス運転士の不足は、こ

れは全国的な問題でございまして、本局におきま

しても、運転士確保が最重要の課題となっている

ところでございます。 

 本局では平成27年度より、大型第二種免許取得

支援資金貸付制度を始めております。この制度は、

大型二種免許を保持していない本局への就業希望

者に対しまして、50万円を上限に免許取得支援資

金の貸付けを行います。３年就業した人には、全額

返還免除とするものでございます。令和２年度は

３名への貸付けを行い、これまでも６年間で12名

への貸付けを行ってまいりました。ちなみに令和

３年度には、さらに２名への貸付けを行っている

ところでございます。 

 運転士の充足状況でございますが、本局におけ

る運転士の定数93名に対しまして、令和２年度末

には85名で８名の不足、令和３年９月１日現在は

86名で、７名が不足しているという状況でござい

ます。運転士不足解消のために、これまでもハロー

ワークへの求人はもとより県外で開催されますバ

ス運転専門の就職説明会等にも求人を出すなどし

ているところでございますけれども、今後も引き

続き運転士の確保に努めてまいりたいと思います。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 最後、令和２年度松江市企業団地

事業特別会計歳入歳出決算でございますが、企業

団地それぞれございますが、売却の状況はいかが

かお伺いをいたします。 

○野津委員長 森原産業経済部長。 

○産業経済部長（森原透） 企業団地事業特別会計

で所管いたします３団地の令和２年度における売

却状況につきまして御説明を申し上げます。 

 まず東長江町の第二内陸工場団地、朝日ヒルズ

工業団地でございますけれども、令和２年度に１

区画を売却し、全27区画のうち売却済みが計15区

画、分譲率は56％でございます。 

 続きまして、平成町の第二卸商業団地、クレアヒ

ル松江は、令和２年度に１区画を売却し、全35区画

のうち売却済みが計34区画、分譲率は97％でござ

います。 

 最後に意宇町と東出雲町にまたがります揖屋干

拓工業団地は全１区画で売却には至ってございま

せん。 

 なお、各団地の未分譲区画のうち、朝日ヒルズ工

業団地の８区画、クレアヒル松江の１区画、揖屋干

拓工業団地の１区画で、それぞれ売却に向けて商

談を進めておりまして、残る未商談の区画も含め

まして、早期の売却につながるよう取り組んでま

いりたいと考えております。 

○野津委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 先ほどの質問、この件についてあ

りましたが、売れる団地は売れるなりの理由があ

ると、売れないところは売れないなりの理由があ

ると、そこのところをどのように売っていくかと

いうところの取組が今後必要なのではないかと。

様々制約がある中で、工夫をしながら、順序よくと

いうか、しっかり計画して造成したものは売却し

ていくことが、またそれ企業誘致につながる、また

地元の企業の活性化につながるというふうに思っ

ておりますので、今後もお取組をよろしくお願い

いたします。 

 以上で総括質疑を終わりますが、非常にやりに

くい１年であったかと思います。決算のほうも見

ましても、例年とは違うような決算状況だと思っ

ております。今年もさにあらずだと思いますが、今

年は途中からよくなるかもしれません。そのよう

なことも鑑みてまた意見等をさせていただければ

と思っております。よろしくお願いします。以上で

終わります。 

○野津委員長 民主ネットワーク、川井弘光委員。 

○川井委員 それでは、民主ネットワークを代表

いたしまして、決算審査を行うに当たって確認を

しておきたいこと、テーマを絞って質問をさせて

いただきます。 

 最初のテーマは、新型コロナウイルス対策関連

事業などについてです。 

 この感染症対策につきましては、松江市の行政

に対しても大変大きな負荷がかかったものと思い

ます。この対策について、全市あるいは全組織を挙

げて懸命に取り組んでいただきました。その点に

つきましては近年、度重なる自然災害もございま

して、危機管理、災害対策で本当に御苦労が多いと

思います。その点は敬意を表し感謝を申し上げた

上で、まず最初に令和２年度の施策、事業、財政な

どへの影響についてお尋ねします。 

 新型コロナの関係の市政の影響というのは本当

に多岐にわたっていることは理解しておりますが、

中止をせざるを得なかった事業などについては、

代表質問であるとか、今日の質疑でも答弁があり

ましてお聞きしました。そのほかに、財政収支への

影響であるとか、あるいは人員不足、超過勤務の増

といった労務管理など、市政全般への影響につい

て、評価分析をお聞かせいただければと思います。 

○野津委員長 上定市長。 

○市長（上定昭仁） 私から事業と財政への影響に

ついてお答えいたします。 

 令和２年度におきましては、新型コロナウイル

ス感染症対策関連事業として、特別定額給付金給



21 

 

付事業をはじめ、感染拡大防止対策や事業者支援

のために総額252億7,000万円、うち一般財源で２

億4,000万円の事業を実施しております。 

 一方で、コロナ禍の影響を受けて中止または延

期を余儀なくされた事業もありまして、それが総

額３億9,000万円、うち一般財源、財源が３億3,000

万円、これが未執行となっております。 

 また歳入面では、税の徴収猶予特例による市税

の減収が３億1,000万円、観光施設の使用料の減収

及び施設閉鎖等により使用料を減免したことに伴

う減収が２億5,000万円ございました。 

 令和２年度は、以上のとおり大規模な感染症対

策事業を実施し、また、歳入の減少もありましたが、

国庫支出金及び県支出金を最大限活用したことに

よりまして、一般財源への影響は限られておりま

して、本市の財政収支へ大きな影響はなかったと

いうふうに考えております。 

○野津委員長 小村総務部長。 

○総務部長（小村隆） 私のほうから、人員不足、

超過勤務への影響等について答弁させていただき

ます。 

 昨年度新型コロナウイルス感染症対策により、

特に業務が急増いたしました健康部と保健所には、

過去に在籍経験のある職員のほか、市役所の全て

の保健師を動員いたしまして相談業務や健康観察

を行いました。 

 また、特別定額給付金などの各種給付金の業務

に関しましても、部局を超えた応援体制により迅

速な給付に努めました。 

 しかしながら、これらの業務には多くの時間外

勤務が必要となり、急を要する場合には、週休日な

どにも多くの職員を動員したため、１人当たりの

時間外勤務では、令和元年度の131.4時間から11.6

時間ふえまして、143時間となりました。 

 これらの状況を改善するため、令和２年７月に

は、保健衛生課に職員を１名増員したほか、令和３

年４月には松江保健所に２名、保健衛生課に１名

職員を増員して体制の強化を図っております。以

上でございます。 

○野津委員長 川井委員。 

○川井委員 この項目の２点目でございますが、

先ほど来もいろいろコロナ対策の話が出ますが、

市単独事業も様々行われたというふうに受け止め

ております。この単独事業についての成果と評価、

そしてその結果を、この令和３年度の関連事業に

どのように生かされてきたのか伺います。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 新型コロナウイルス感染症

対策関連事業のうち、市単独で行ったものは26億

6,000万円でございます。 

 まず事業者支援としまして、感染症の拡大防止

に取り組む事業者や経営者、経営が悪化している

事業者に対し消費喚起や事業継続支援を目的に、

プレミアム付飲食券発行事業や経営支援給付金の

給付事業、製造者向け販売、販路拡大支援事業など

に取り組んだところです。 

 次に、観光関連の対策としまして、緊急事態宣言

が発令されました昨年５月に、大きな影響を受け

ました宿泊事業者の事業継続のため、宿泊事業者

等緊急支援の給付金を支給しました。加えて、コロ

ナ感染症の収束に合わせ観光回復キャンペーンを

展開することで、観光業の回復を支援していく想

定をしておりましたが、令和２年の年末以降、再び

感染が拡大し、現在に至るまで厳しい状況が続い

ております。そのような中でも、市民対象や山陰両

県在住者向けの割引キャンペーンなどは、島根県

とも連携し、感染地域を除くこの地域で経済を回

すという点で効果が高かったと考えております。 

 次に、生活にお困りの方に対し、ひとり親世帯へ

の臨時特別給付事業、出産育児応援特別給付事業、

生活支援給付金事業を市で単独で創設しまして支

援を行いました。令和３年度でございますが、特に

経済波及効果が見込まれますプレミアム付飲食券

発行事業や、事業継続支援給付金などにつきまし

て、今年度も取り組むこととしております。 

 関連団体の皆様からいただいた御意見を反映さ

せるなど、市民ニーズの把握に努め適切に支援策

を実施してまいりたいと思っております。以上で

す。 

○野津委員長 川井委員。 

○川井委員 この項目の３点目として、市立病院

への支援について伺います。 

 昨年来感染症への対応を通じまして、日本の医

療体制の弱点といいますか、とりわけ民間病院の

施設設備、要員配置などが想像以上に脆弱である

ことが見えてまいりました。その一方で、公的病院

あるいは公立病院の重要性が再認識をされまして、

果たすべき役割の重要性が高まって、住民からも

期待をされているというふうに感じております。 

 そして、自治体立病院のサポートあるいはバッ

クアップは、地方自治体の任務、責務でございます

ので、松江市立病院については、財政援助のみなら

ず、安定した経営環境を維持向上するためにもし

っかりした支援を行って、地域の医療体制を守る

ことが大切である、このように認識をしておりま

す。 

 このような質問に至ったのは、やはり市立病院

の現場から大変悲痛な声をたくさん聞きました。
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特に、要員不足、人員不足の話をたくさん聞いてお

りまして、そういう意味で、感染症対策に必要な設

備あるいは機材に対する投資でありますとか、人

員確保に十分対応出来てきたのかということが、

我々としては非常に心配なわけでありまして、そ

こで、昨年度の支援内容、その評価と課題、反省点

などについてお聞かせをいただきたいと思います。 

○野津委員長 足立健康部長。 

○健康部長（足立保） 昨年度、本市は松江市立病

院に対しまして、安定的な病院事業運営のため、病

院事業会計へ１億2,102万円の基準外繰出金によ

る支援を行いました。これは新型コロナウイルス

感染症の影響による入院・外来患者数の減少及び

検診センターの一時閉鎖に伴う減収額のうち、国

等の補助金収入で賄うことが出来ない経費に充当

されております。このことにより、期末資金の確保

による経営の安定化を図り、医療従事者の確保、診

療体制の維持、必要な資材の購入、ひいては病院事

業を安定的に継続し、松江医療圏域における中核

病院としての役割を担っております。 

 なお、昨年度は、新型コロナウイルス対策として

国で予算化されました病床確保、医療機器導入支

援などの医療提供体制整備補助金、マスクなど医

療用物資の優先配布、医療従事者慰労金交付など、

国の事業が多くありました。 

 新型コロナウイルス感染症の一定の収束が見ら

れるまでは、これまでどおり国の補助が必要であ

り、医療機関への支援が継続されるよう、引き続き

要望してまいります。以上でございます。 

○野津委員長 川井委員。 

○川井委員 それでは大きな２番目の項目ですが、

「選ばれるまち 松江」の実現というテーマです。 

 令和２年度市長の施政方針でこの「選ばれるま

ち 松江」を実現を目指すとして、先ほどもお話あ

りましたが、４つの柱を重視して施策に取り組む

方針が示されたところでございます。 

 感染症の影響もありまして、施策の進行管理が

なかなか厳しい１年だったとは理解しております

けれども、目標に対する成果について、どのように

総括をしていらっしゃるのか、部局横断的な、本当

にざっくりとした総括でいいと思いますが、お聞

かせをいただければと思います。細かい個別の事

業については先ほどしっかりお聞きいたしました

ので、そのような内容で結構ですので答弁をお願

いします。 

○野津委員長 山根政策部長。 

○政策部長（山根幸二） 御質問いただきましたこ

の「選ばれるまち 松江」で、４つの柱に基づく取

組、おっしゃっていただきましたように、柳原議員

にお答えしたとおり、それぞれの柱で取り組んで

きたところでございまして、私どもこの新型コロ

ナウイルス感染症の影響もあり、中止を余儀なく

された事業もあったところでございますが、この

目標の実現に向け、一定の成果があったものと考

えております。 

○野津委員長 川井委員。 

○川井委員 それではこの質問の３点目というこ

とになりますけれども、健全化比率の改善の要因

と評価というテーマでございます。 

 中核市の中ではまだまだ高い数値ということで

はございますけれども、実質公債費比率、将来負担

比率ともに順調に改善をしているということは私

どもとしても評価をしております。その上でそれ

ぞれの提言の要因、要素について伺います。 

 この件につきましては、これまでも決算、予算の

審査を通じて度々話題になってきておりますが、

議会も改選によってメンバーも変わりましたし、

直近の状況を確認する意味でお聞きしております

ので、御説明をお願いします。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 健全化判断比率が改善した

という理由につきまして、令和２年度では、新型コ

ロナウイルス感染症対策を実施するため、繰上償

還を見送っております。ただ、これまでに取り組ん

でまいりました市債の発行抑制ですとか、土地開

発公社所有の先行取得した用地の圧縮、こういう

ものによる効果が大きいというふうに考えており

ます。 

 今後につきましても、中期財政見通しで示した

健全化比率の目標の達成に向け、引き続き財政健

全化に取り組んでまいります。 

○野津委員長 川井委員。 

○川井委員 質問は以上で終わります。 

 いただいた答弁も参考にして、決算審査をしっ

かりさせていただいて、会派内で集約の上また意

見を述べさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○野津委員長 共産党市議団、田中肇委員。 

○田中（肇）委員 共産党市議団を代表し、重なる

点もありますが、通告に従って３点質問いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 １点目は、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた令和２年度決算から見た課題についてです。 

 令和２年度決算は、新型コロナウイルス感染症

の影響を年度を通して受けた初めての決算となり

ました。この経験を分析して今後の財政運営に生

かす必要があります。主要施策の成果及び実績報

告書の総括のところですね、３ページ、決算概要の
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ところですが、市債残高は20.9億円の減。財調及び

減債基金の残高合計は8.2億円減と書いてござい

ます。また同じ３ページの下のほうには、令和３年

度も引き続き新型コロナウイルス感染症対策を最

優先に取り組み、ワクチン接種や市民生活と地域

経済の立て直しを図りますとあります。この文章

の行間にある内容を明らかにして、今後に活かす

ために伺います。 

 最初の質問ですが、令和２年度一般会計決算か

ら見た今後の課題について、特に具体的に中長期

の財政見通し、地方債の償還計画、財政調整基金の

目標額などに変更を加える必要があると考えてお

られますか伺います。 

○野津委員長 上定市長。 

○市長（上定昭仁） 令和２年度におきましては、

新型コロナウイルス感染症に迅速に対応するため、

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金の交付が決定する前に、財政調整基金を取

崩して予算編成を行うなど、積極的な対策を講じ

てまいりました。その結果、令和元年度末に減債基

金と合わせて53億円ありました基金の残高が、44

億円に減少いたしております。さらにコロナ禍の

影響によりまして、税収や観光施設の使用料収入

等の歳入も減少する中で、災害等不測の事態に備

えるために取崩した財政調整基金の復元、要は積

み戻しが喫緊の課題であるというふうに認識をし

ております。 

 また、令和２年度の市債の償還につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策を優先したことに

よりまして、繰上償還は見送っておりますが、本市

の安定した財政運営のためにも、引き続き行財政

改革に取り組みまして、債務残高の縮減を図って

いく必要があるというふうに考えております。 

 現段階で基金残高などの目標額の見直しは考え

ておりませんが、今後の社会情勢等を踏まえまし

て、この秋に見直しを図る中期財政見通しの中で、

市債残高あるいは基金の残高を適切に推計しまし

て、財政健全化のための取組を進めてまいりたい

と考えております。 

○野津委員長 田中肇委員。 

○田中（肇）委員 昨年はコロナ、今年は線状降水

帯の大雨と立て続けにやられておりますけれども、

ぜひ弾力的な運用をよろしくお願いいたします。 

 ２点目、一般会計決算について２点伺います。 

 まず１点目は、先ほどお伺いした新型コロナの

影響に関する具体的な点です。 

 コロナ対策として国や県から多額の交付金、補

助金が来ましたが、繰り返す感染拡大のため事業

が執行出来ず、せっかくの支援が市民、業者の方々

に届かないという事例もあったのではないかと思

います。一般質問の中で、コロナ禍によって実行さ

れなかった事業額は３億8,900万円との御答弁も

ありました。その中には事業が出来ない以上、他に

振り替えて予算を使うことが出来ないという性質

のものもあるとは思いますが、事業の内容によっ

ては、工夫によって支援が届くようにすることが

可能なものもあると思います。これも一般質問で

取上げられましたが、事業継続支援給付金の給付

要件引下げの検討などがこの部類に入ると思いま

す。こういう検討と決断を、今後より機敏にやって

いく必要があるのではないでしょうか。 

 今日特にお聞きしたいのは観光支援の分野です。

これはお客さんのほうに、利用するお客さんのほ

うに補助をすることによって、支援の実額の２倍、

３倍の効果が出るということはよくわかりますの

で、直接の支援だけではなくて、利用者のほうへ補

助をするという取り組みも大変重要だと思います

が、ただ、感染が拡大して人の流れが止まれば、せ

っかくの事業も止まってしまい、支援のために準

備した予算も執行出来なくなってしまいます。こ

の分野でも、先ほどの事業継続支援給付金の場合

のように、何らかの工夫によって、支援のための予

算が未執行で繰り越されることがないように出来

ないか、今回の決算から、課題として検討しておく

必要があるのではないかと思います。 

 通告の文章だけでこの思いが伝わったかどうか

大変不安ですけれども、そういう思いでの質問で

ございます。通告した内容を再度申し上げますと、

新型コロナウイルス感染症対策のうち、感染の再

拡大等の影響のため、支出出来なかった主な事業

と額を伺います。また今後支出出来ない事態の際、

他の事業に振り替えて支出できるような工夫は出

来ないか伺いますということです。よろしくお願

いいたします。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） 令和２年度の事業のうち、

新型コロナウイルス感染症拡大の防止のため中止、

延期した主なものとしまして、松江城天守国宝指

定５周年記念事業が3,027万3,000円、松江水郷祭

補助金が1,700万円、操法大会の中止と消防団員活

動費1,421万4,000円、国宝松江城マラソン開催事

業補助金1,200万円。中学校体育連盟事業助成

1,000万円などがございます。中止または延期とな

った事業費総額が３億9,000万円でございます。 

 令和２年度におきまして、８月臨時会で中止ま

たは延期が確定した事業を減額補正いたしまして、

これにより捻出された財源を市の単独の新型コロ

ナウイルス感染症対策事業であります生活支援給
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付事業へ充てるなど、柔軟な予算編成を行ったと

ころでございます。今年度におきましても、感染状

況を注視しまして、必要な場合は既存予算の組替

えを行う、あるいは９月補正、現在上程させていた

だいてございますが、観光回復キャンペーンなど

盛り込みまして、実効性のある柔軟な対応に努め

てまいりたいと思います。 

○野津委員長 田中肇委員。 

○田中（肇）委員 大変よくわかりました。 

 一般会計についての２つ目の質問は、基金の預

け先です。 

 令和２年度一般会計・特別会計歳入歳出決算附

属書類の３、財産に関する調書の４、基金のところ

に、291ページから296ページにわたり基金の一覧

が出ております。これを見ますと市民の財産であ

る基金は現金と有価証券で百数十億円、160億円ぐ

らいでしょうか、あることになっています。この市

民の貴重な財産は主にどこに預けてあるのでしょ

うか、また社会的に公正な形で運用されているの

でしょうか。 

 ＥＳＧ投資という言葉があります。やたらと横

文字やアルファベットばかりでわかりにくいです

が、要するに、社会的に公正なところ以外に投融資

をしないことと私は理解しております。最もポピ

ュラーなのは、麻薬とか、あるいは地雷、クラスタ

ー爆弾などの非人道兵器を生産して利益を上げて

いる企業には投融資をしないという意味でござい

ます。最近では核兵器禁止条約の発効により、核兵

器を製造して利益を上げている企業や原発製造企

業なども対象とする動きもあるようです。このよ

うな企業に市民の基金がめぐりめぐって渡されて

いくことがあってはならないと思います。ただお

金に名前は書いてございませんので、お金を預か

る機関がきちんとルールを持っていることが重要

です。国内で言いますと、例えばメガバンクでは三

菱ＵＦＪ銀行、地方銀行では高知銀行などは非人

道兵器に対する与信行為や投資を禁止する明文化

されたポリシーを定めていると回答しておられま

す。 

 そこで伺います。基金の預け先について、社会的

に公正な運用がなされているか、何らかの基準を

設けて預けておられますか、あるいは預け先の運

用状況について調査をしておられますか伺います。 

 これも通告の、私の運用状況という言葉遣いが

若干、先ほど述べた私の意図が伝わりにくかった

かもしれませんが、運用利率のことを聞いてるの

ではございませんで、そういうルールを持ったと

ころに預けているかということでございますので

ちょっと誤解があったら申し訳ございません。そ

ういう意図で可能な範囲でお答え願います。 

○野津委員長 杉谷会計管理者。 

○会計管理者（杉谷薫） 基金につきましては、松

江市資金管理及び運用基準というものを定めてお

りまして、これに基づきまして定期預金と債券に

よる運用を行っているところでございます。 

 定期預金による運用の預け先でございますけれ

ども、松江市指定金融機関、松江市指定代理金融機

関、それから松江市収納代理金融機関の中から入

札によって選定をしているところでございます。

また債権につきましては、そのリスクも十分に考

慮しながら商品の選定を行っているところでござ

います。預け先の運用状況でございますけれども、

これにつきましては、松江市が行っております金

融機関検査、これのほかディスクロージャー誌、そ

れから各行、各社のホームページ等から経営状況

などを確認をいたしまして、適切かつ安全な運用

に努めているところでございます。 

○野津委員長 田中肇委員。 

○田中（肇）委員 やはり私の言葉遣いが不適切で

なかなか意図が伝わりにくかったようですけども、

私の調べた範囲では地方銀行では高知銀行がそう

やって明文のポリシーを持っていますけれど、ど

うも近くの地方銀行はそうでもないのかなと思っ

たりしておりますが、そこらあたりは調査はして

おられないということで、現状は調査はしておら

れないということでよろしいですか。 

○野津委員長 杉谷会計管理者。 

○会計管理者（杉谷薫） 現状については調査はし

ておりませんけれども、基本的に指定金融機関等、

こちらの銀行がほぼ引受けておりますし、それか

ら債券につきましては、証券会社のほうにお願い

をしておりまして、その中につきましても検査、そ

れからディスクロージャーこういったものを十分

に検査を、確認をさせていただいて、運用状況等も

把握させていただいているところでございます。

以上でございます。 

○野津委員長 田中肇委員。 

○田中（肇）委員 それでは最後、３点目です。 

 先ほどもちょっと出ましたけれども、昨年のち

ょうど今頃、2019年度の超過勤務が年720時間を超

える市職員が７名いるという異常な状態が明らか

となり、早期に是正するとのことでした。しかし

2020年度はコロナの影響もあり、どのような実態

だったかについて、市長部局、それから教職員、そ

れから市立病院について伺います。 

○野津委員長 小村総務部長。 

○総務部長（小村隆） まず市長部局等についてお

答えさせていただきます。 
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 職員の時間外勤務の基準につきましては市の規

則で定めておりますが、新型コロナウイルス感染

症対策などに従事するため、この規則に規定いた

します臨時的、緊急的な場合として、時間外勤務が

年間720時間を超えた職員は、前年度から13名増加

し20名でございました。 

○野津委員長 成相副教育長。 

○副教育長（成相和弘） 教職員についてです。 

 教職員については、超過勤務という概念が一般

的に当てはまりませんので、朝学校に来てから夕

方学校を出るまでの在校時間から通常勤務時間を

差し引いた超過在校時間の実態でお答えをいたし

ます。 

 超過在校時間が720時間を超えた教職員数は、市

立小学校、中学校、義務教育学校、高校で2020年度

は135名となっています。以上です。 

○野津委員長 吉川市立病院事務局長。 

○市立病院事務局長（吉川浩二） 市立病院でござ

いますけれども、2019年、それから2020年度におき

まして、いずれも720時間を超える時間外勤務を行

った職員はおりませんでした。１人当たりの時間

外労働時間は、医師が年平均300時間、看護師が91

時間、薬剤師や臨床検査技師など医療技術員が年

平均143時間でございまして、いずれの職種におき

ましても、前年よりも減少しておりまして、全職員

の平均減少時間は、24時間減少したところでござ

います。 

 時間外勤務の要因としましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響というのは非常に僅かでござ

いまして、救急患者等への対応等でございました。

以上でございます。 

○野津委員長 田中肇委員。 

○田中（肇）委員 本当に異常な事態の中、労を惜

しまず働いておられる皆様に敬意を表したいと思

います。 

 ぜひ健康を害されませんように、体制をお願い

いたします。質問を終わります。 

○野津委員長 以上で総括質疑を終結いたします。 

 続いて、各会計質疑を行います。 

 初めに、決算第１号「令和２年度松江市一般会計

歳入歳出決算」の質疑に入ります。質疑はありませ

んか。 

 森脇勇人委員。 

○森脇（勇）委員 総括質疑のほうで、先ほど柳原

議員の質問で、経常収支比率、このことの高い要因

が、公債費比率、公債費が高いから、そういった答

弁で、あわせて公債費比率を引き続き、削減努力す

ると。当たり前のことなんですが、しかしながら、

松江市、中核市と比較するなんていうようなこと

は、松江市においては、管理面積が中核市の中で圧

倒的に多いし、ましてや、面積の小さい、そしてそ

こに30万以上の都市のところと比較をするような

ことでは、松江市は20万人、比較の対象にはならな

い。そういったことも含めて、少し答弁に気をつけ

ていただけんかなと思います。 

 あわせて合併時から、今、16年たちましたけど、

大体400億円の公債を返してきて、途中、東出雲と

の合併で250億円ほど持ってこられましたけれど、

これも返した。そういった状況の中で、積極財政に

移っていかないけん、その下で、コロナ禍になった

わけでございますが、公債費を抑制するという考

え方の中で、今国土強靱化事業を含めて、100％充

当、70％交付のような有利な起債が起こせる事業、

過疎債も含めて、原発債もあります。そういったも

のがあえて抑制されているというふうな懸念を持

っておりますが、その辺財政部長どういう何かお

考えかお聞かせください。 

○野津委員長 水財政部長。 

○財政部長（水研二） おっしゃいますとおり、合

併時にピークで1,500億円を超えていたものが、現

在、1,000億円近くまでなっているという状況で、

非常に健全化に取り組んだ効果があったと思いま

す。 

 先ほど中核市と比較するのはいかがかというこ

とでございますが、それは私どもも思っておりま

して、中核市平均を目指そうということは決して

思っていません。実質公債費比率も10％を切ると

いうのが目標でございますので、圧縮ばっかりが

大切とは思っておりません。中期財政見通しの目

標の１つに、普通建設事業の確保というのを必ず

入れておりまして、健全な資本整備というものは、

今後もやっていく必要があるというふうに思って

おります。 

○野津委員長 ほかに質疑はありませんか。 

  〔「なし」との声あり〕 

○野津委員長 ないようですので質疑を終結いた

します。 

 次に、特別会計の質疑に入ります。 

 決算第２号「令和２年度松江市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算」から決算第９号「令和２

年度松江市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会

計歳入歳出決算」までの特別会計決算８件につい

て質疑を一括して行います。 

 質疑はありませんか。 

  〔「なし」との声あり〕 

○野津委員長 質疑なしと認め、質疑を終結いた

します。 

 続いて、企業会計の質疑に入ります。 
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 決算第10号「令和２年度松江市水道事業会計決

算」から決算第14号「令和２年度松江市病院事業会

計決算」までの企業会計決算５件について質疑を

一括して行います。 

 質疑はありませんか。 

  〔「なし」との声あり〕 

○野津委員長 ないようですので、質疑を終結い

たします。 

 

 分科会の設置について 

○野津委員長 続きまして、「分科会の設置につい

て」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 決算審査を詳細に行うため、会議規則の規定に

より、本委員会に分科会を予算委員会を除く常任

委員会単位で設置したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

  〔「なし」との声あり〕 

○野津委員長 御異議ありませんので、そのよう

に決定いたします。 

 続いてお諮りいたします。 

 決算第１号「令和２年度松江市一般会計歳入歳

出決算」から決算第14号「令和２年度松江市病院事

業会計決算」まで決算14件につきましては、御手元

に配付してあります分担・委託表のとおり各分科

会に審査を分担・委託することに御異議ありませ

んか。 

  〔「なし」との声あり〕 

○野津委員長 御異議なしと認め、そのように決

定いたします。 

 次回、９月29日の決算特別委員会では、監査委員

への質疑に対する答弁及び会派意見がございます

が、監査委員に対する質疑及び会派意見につきま

しては、分科会最終日の24日、午後５時までに文書

により書記まで提出をお願いいたします。 

 なお、提出いただきます会派意見につきまして

は、令和２年度の予算執行上の改善点を指摘し、令

和４年度予算への反映を求める内容となりますよ

うよろしくお願いをいたします。 

 最後に分科会の現地踏査の件ですが、各分科会

の判断で踏査を必要とする箇所があれば実施いた

だきますようお願いをいたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

  〔午後０時22分散会〕 

 

 


